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１　適用範囲

(1)　本規格書は、久里浜駐屯地において調達する食品について適用する。

(2)　本規格書に定めていない食品については必要の都度別に示す。

(3)　日本農林規格(ＪＡＳ)の定める食品については、全てこれを遵守しなければならな

　い。

２　入札のための見本提出

(1)  提出された見本品の合否判定は官側が実施し、当該決定の提出者への通知は入札時

に実施する。

(2)　前号により不合格と判断された品目及び見本提出がなされなかった品目についての

入札は無効とする。

(3)　獣鶏肉類及び同加工品、魚介類の見本はビニル包装し、品目及び業者名を記載し、

提出するものとする。

(4)  耐久品及び増加食の見本提出は、３ヵ月に１回とする。

３　検　収

(1)  検　査

　　ア　契約した品目の納入にあたっては納入に先立って次の者が行う所定の検査を受け

るものとする。

（ｱ）納入駐屯地の「食品衛生検査官」が行う「食品衛生検査」

（ｲ）納入駐屯地の「糧食品の受領検査官」が行う「受領検査」

　　イ　検体提出

納品された糧食品については、原則として、全品目５０ｇ以上を「食品衛生管理

官」に提出するものとする(野菜類及びパック類等元詰め品の提出は不要)。

　　　  但し、弁当、おにぎり類、パンの納入については官側が発注した数量に加え、検

　　　食用各２個及び保存用１個、計３個を納入時に提出する。

尚、弁当については検収時に官側が無作為に抽出した弁当を検食用として受領す

ることとする。

    ウ　検査は、本規格書に基づき実施する。

エ　検査実施場所は、納入駐屯地の衛生課及び給食班とする。

　　オ　部外における物理的又は科学的検査を必要とする場合は、官側及び契約業者双方

立ち会いのうえ検体を採取し、公共の検査機関に依頼するものとし、それに要する

費用は契約業者の負担とする。

総　則
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(2)　納　入

ア　納入する食品は全て前号の検査を終了したものでなければならない。

イ　全ての輸入食品は、日本国政府による病害虫及び疾病等が原因とされる輸入禁止

措置が執られた場合、措置前に輸入済みのものを含む当該品（加工済み食品を含む）

の納入は認めないものとする。

ウ　納入場所及び納入時間帯は次による。

(ｱ）納入場所

陸上自衛隊久里浜駐屯地システム通信・サイバー学校

総務部管理課給食班検収所

(ｲ）納入時間

ａ  生鮮品　０８３０～１１３０

ｂ　耐久品　０８３０～１１３０

ｃ　精　米　１３１５～１４３０

官側が特に時間指定したものについては、その時間に確実に納入するものとする。

　　　　  納入業者側の都合により、指定された納入時間に納入できない場合、契約担当

官又は給食担当官に通知し、その指示に従うものとする。

エ　冷凍食品の納入については、次による。

(ｱ)  品目、内容量、賞味期限（又は消費期限）、製造者氏名又は会社名とその所在地

等が明確に表示されていること。

(ｲ) 納入される品目はすべて完全冷凍を原則とする。但し、官側の指定する品目に

ついてはその指定する解凍方法により解凍し、納入するものとする。

(ｳ) 再冷凍品及び冷凍やけした食品は納入不可とする。

　　オ　納入心得

(ｱ）納品する全ての品目において、納入業者側は良心的であること。　

(ｲ) 納入時のトラブルが発生した際、速やかに対応するため、生鮮の魚介類、獣鶏

肉類、野菜類（芋類を含む）及び練製品類については宅配業者による納品は認め

ない。また、官側の代替品納入依頼等に対し、迅速に対応する連絡手段を保持す

ること。

(ｳ) 食品を直接包装又は梱包する素材には、ＰＣＢ含有ポリエチレンフィルムを使

用してはならない。

(ｴ) 食品を取り扱う者は健康で清潔であること。又食品を納入する容器は清潔で衛

生的であること。

(ｵ）特に生鮮食品の取り扱いにおいては、食品衛生法の規定を遵守すること。

(ｶ）全ての納入品において、賞味期限及び消費期限は納入時から起算した期限とす

る。

(ｷ）納入に使用した容器及び段ボール、発泡スチロール類は、納品後速やかに回収

すること。

(ｸ）納入後、著しく規格外が散見された場合、その品目を速やかに交換するものと

する。

(ｹ）加工品は、加工品目ごと同一メーカーの製品とする。
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４　本規格書使用にあたっての注意事項

(1) 本規格書は、目的以外に第三者に対して貸与、複写又は閲覧させてはならない。

　　尚、適用期間終了後は、各契約業者の責任において確実に裁断処分するものとする。

(2) 本規格書の細部において疑義が生じた場合は、その都度「契約担当官」又は

　「給食担当官」と、「契約業者」において協議のうえ決定するものとする。

(3) 本規格書は、２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで適用する。
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規格書における用語の定義

契約業者

納入業者（側）

定　義

陸上自衛隊久里浜駐屯地

伝染病及び食中毒の発生防止のため、糧食、
給食用器材等の衛生検査を行うとともに、糧食、
給食用器材、食堂、調理場、倉庫等に関し
必要な衛生管理を行う者
ここでは、衛生課の長をいう。

契約業務の責任者、ここでは会計課長をいう。

給食業務の責任者、ここでは給食班長をいう。

契約担当官の任命を受けて補助者として、
納入された糧食品(生鮮品、耐久品及び精米)
に対し、契約履行の適否の検査を行う者

契約相手方

契約業者から依頼を受け糧食品を納入する者

用　語

官　側

食品衛生検査官

契約担当官

給食担当官

糧食品の受領検査官
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番号 単位 規　　　　　　　　　　格
(1) １ 等

(2) ２ 等

(3) ３ 等

(4) ４ 等

(3) その他麦類 量、内容等はその都度指示

納品時、賞味期限１年以上のもの

(1) 個別包装 袋 １個100g以上、スプーン付、味はその都度指示、お湯又は水を注いで食せるもの

(2) 業務用 その都度指示 量、内容等はその都度指示、お湯又は水を注いで食せるもの

(3) その他 その都度指示 量、内容等はその都度指示

(1) 切 麩

(2) 玉 麩

(3) 花 麩

(4) そ の 他 の 麩 その都度指示

(2) その都度指示 種類及び重量等はその都度指示（さつまいもでん粉春雨等）

Ａ　穀類及び穀類製品

　　共通規格

　１　外装に品名、内容量、製造業者名等を表示する。

　２　変質及び異臭、異物混入を認めないもの

　３　特に定めのない品目については、納入時賞味期限１年以上とする。

品　　　　　　　名

１ 精 米 kg

・農産物規格規定による類別販売で割当されたもの
・等級はその都度指示
・10kgビニル袋詰
　※細部は仕様書にて指示

４
水 稲 も ち 米
及 び
も ち 米 加 工 品

(1) も ち 米

kg

・農産物規格規定１～２等品をとう精したもの
・1kg　又は　2kg詰め

(2) 切 り 餅 水稲糯米100％､１個50g程度､業務用包装にバラ詰めされたもの

５ 小 麦 粉 kg
・国内製造されたメーカー元詰品
・25kg袋入
・薄力粉

６ 麩
kg

・着色は食品衛生法に基づく食用色素を使用
・乾燥良好で、割れ・砕け等のないもの
・(1)、(2)は500g袋入（防湿包装）
・(3)は500g又は1kg袋入（防湿包装）
・(4)は内容、量等はその都度指示

７ パ ン 粉 kg
・乾燥良好で微粉少なく、夾雑物の混入がないもの
・乳白色で風味良好なもの
・8kg袋入

８ 澱 粉 kg
・25kg袋入容量表示のこと
・農産物規格合格品
・製造年月日から２年以内のもの

９ ス パ ゲ テ ィ kg

・農産物規格合格品
・麺の太さは1.7mm～1.8mm
・4kg袋入
・国内メーカー製造品

１０ わ ん た ん の 皮 kg
・乾燥良好で(生タイプは不可)、破損のないもの
・1kg袋入
・長さ4cm×幅1.5cm程度のもの

１１

(1) マ カ ロ ニ

kg

・農産物規格合格品
・折れ、砕けのないもの
・(1)は管状カットのもの
・(2)の形はその都度指示(2) 変 形 マ カ ロ ニ

１２

１３ カ ッ プ 麺 個
・納入時賞味期限３ヶ月以上のもの
・種類及び重量等はその都度指示

緑 豆

そ の 他 の 春 雨

kg
春 雨

１４ 乾 燥 そ う め ん kg
・農産物規格合格品1kg袋入
・乾燥良好で、折れや砕け、異臭のないもの
・納入時賞味期限６ヶ月以上のもの

５

２ 麦 類

その都度
指示

(2) も ち 麦
・もち種の麦
・1kg（防湿包装）、ビニル袋元詰め品
・国産又はカナダ産

大麦を縦半分にカットし、圧ペンしたもの
・1kg（防湿包装）、ビニル袋元詰め品
・ビタミンＢ１強化品（ビタミンＢ１が100g中に1.29mg以上配合されたもの）

(1) 強 化 麦 kg

アルファー米３

３ 共 通 規 格

・緑豆使用で、折れ、砕けなく乾燥良好なストレートタイプ
・500g又は1kg袋入
・長さ5cmカット品

(1)



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(12) 内容及び量はその都度指示

(1)

(2)

(3)

２４
その都度

指示
量、内容等はその都度指示

茹 う ど ん

１５ ビ ー フ ン kg
・乾燥良好で、折れや砕けのないもの
・500g袋又は1kg袋入

(4) 茹 ひ も か わ

(5) 茹 中 華 そ ば

品　　　　　　　名

(1) 茹 冷 麦

(2) 茹 そ ば

(3)

茹 き し め ん

(11) 皿 う ど ん

(6) ち ゃ ん ぽ ん 麺

(7) 茹 そ う め ん

(8) 茹 冷 や し 中 華 麺

茹 タ ン メ ン

１７ 弁 当 個

・内容及び納入時刻は仕様書でその都度指示
・消費期限、製造業者名、製造年月日はそれぞれの容器に表示
・調味料（あれば）、割箸付
・ふた付きの衛生的な容器入
・注意喚起貼付
・製造工程表提出

１８ お に ぎ り セ ッ ト セット

・手巻きおにぎり、直巻おにぎりのどちらでも可
・中身等はその都度指示
・外装に消費期限、製造業者名及び製造年月日を記載
・１個９０g以上、１個ずつセロファン包装又は衛生的なプラスチック容器に外
気に触れないよう、詰められていること。
・納品時、プラスチックケース又は段ボール箱詰め

１９ パ ン 共 通 袋

・グラム数はその都度指示
・納品時消費期限当日又は２日以上のもの
・外装に消費期限、製造業者名及び製造年月日を記載
・破袋及び異物、かび等混入のない、密封されたポリ包装

２０
耐久
パン

(1) 練 り こ み

袋
・納入時賞味期限は４５日以上とする。
・１個80g以上
・味についてはその都度指示(2) あ ん 入 り

２３ 十 五 穀 米 kg
・6kgの白米に対して１袋(500g)混ぜるタイプ
・1袋500g袋入

そ の 他 穀 類 及 び 穀 類 製 品

６

麺
 
 
 
 
 
類

kg１６

そ の 他 麺

(9)

(10)

・風味良好で弾力があり、異臭のないもの
・製造後２４時間以内のもの
・すだれ付の箱を使用し、衛生的な箱であること（納品後、容器は返却）
・(1)～(10)は個包装不可
・太さ及び出来上がり量は、以下のとおり（番号は麺を裁断する刃の番号を示
す）
(1)、(2)は22番
(3)は10番
(4)は8番
(5)は22番
(6)は16番
(7)、(8)は22番
(9)は12番
(10)は6番
(1)～(10)は１玉の重量をその都度指示
(11)は１玉70g程度、個包装又は業務用

常 温

菓 子
（生鮮）

冷 凍

その都度
指示

・グラム数、種類はその都度指示
・外装又は箱等に消費期限（又は賞味期限）、製造業者名及び製造年月日等記載

冷 蔵２１



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(5) 個 １本1ℓボトル入

(6) その都度指示 内容等その都度指示

(1)

(2)

(3)

(4) その都度指示 内容等その都度指示

(1) 16.5kg缶

(2) 1.35kg容器

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) その都度指示 粉末、内容量はその都度指示

(11) その都度指示 内容等その都度指示

(1)

(2)

そ の 他 ソ ー ス

５３ ソース

白 味 噌

味 噌

５８

サラダ油

・製造会社元詰品
・国産品
・納入時賞味期限４ヶ月以上
・(1)及び(2)は20kg入

ガ ラ ム マ サ ラ

五 香 粉

缶

業務用オイスターソース

・納品時賞味期限１年以上
・微粉で特有の辛味を有するもの
・防湿包装

八 丁 味 噌

ご ま 油 kg
・農産物規格合格品
・純正1.65kg程度容器入
・納入時賞味期限１年以上

(1)、(2)は業務用丸缶400g程度入
(2)は粗挽き

胡 椒

共 通 規 格

業 務 用 焼 そ ば ソ ー ス

卓 上 ウ ス タ ー ソ ー ス

５４

袋

中 双 砂 糖

kg赤 味 噌

本

タ ー メ リ ッ ク
・粉末100g入
・チャック付きビニル袋

・Ｓ＆Ｂ、ハウス又はマコーミックのいずれか
・１個20g程度、瓶入

個

７

・豊年、日清、味の素、昭和のいずれかでＪＡＳ表示がしてあるもの
・納入時賞味期限１年以上

５９ バ タ ー kg

・国産品
・450g程度
・納入時賞味期限３カ月以上
・有塩タイプ

Ｂ　調味料

　共通規格

　１  外装に銘柄、品名、内容量、賞味期限、製造業者名を表示する。

　２　防腐剤、着色等は食品衛生法で定められたものを使用する。

　３　異味、異臭、異物、異色を認めないもの

　４　特に定めのない品目については、納入時賞味期限６ヶ月以上とする。　

品　　　　　　　名

５１ 醤 油 ℓ

・濃い口醤油
・本醸造の上級品で農産物規格合格品、国産品
・10ℓポリ容器入
・納入時賞味期限１年以上

５２ パ ッ ク 醤 油 個

・ヤマサ又はヒゲタ、キッコーマン、キノエネの特級品
・密封ボトル
・450mℓ
・国産品

(1) 業務用ウスターソース 本

・カゴメ、ブルドッグ、イカリ、キッコーマンの特級品
・(1)は1.8ℓ容器入
・(2)及び(3)は250mℓ～300mℓプラスチック容器入
　　 開封後も常温で保存できるもの
・(4)は1.6ℓ容器入

(2) 卓 上 ト ン カ ツ ソ ー ス

個

(3)

(4)

５５ 上 白 砂 糖

kg
・1kg袋入
・製造会社元詰品
・国産品５６

５７ 個

そ の 他 の 味 噌

缶

卓 上 用

共 通 規 格

ガ ー リ ッ ク パ ウ ダ ー

パ セ リ

チ リ パ ウ ダ ー

カ イ エ ン ペ ッ パ ー

山 椒

ベ イ リ ー ブ ス

ク ミ ン

缶

卓 上 用 胡 椒(3)

白

黒

・(1)はチップ状、(2)～(6)は粉末状であること。
・業務用丸缶
・(1)、(3)は80g程度
・(2)は450g程度
・(4)、(5)は250g程度
・(6)は350g程度

そ の 他

６１

６０ 香辛料



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1)

(2)

(3) その都度指示 内容等その都度指示

６５

６６

６７

(3) 袋 100g袋入、輪切りにカット済

６９ 個 １本60g卓上用瓶

(1) kg 25kg袋入

(2) 個 100gビン入、納入時賞味期限１年以上

(1) 甘 口

(2) 中 辛

(3) 辛 口

(4) 欧 風

(5)
ﾌｫﾝﾄﾞﾎﾞｰｿｰ
ｽ 入 中辛、フォン・ド・ボーソース入

(6) そ の 他 その都度指示 量、内容等はその都度指示

(1)
本みりん
(1800mℓ)

(2)
本みりん
（600mℓ）

(1) 顆 粒 1kg袋入（ガラスープと表記されているもの）

(2) 液 体 1kg包装

７２ カ レ ー 粉 kg

８１

(1) 袋

７１
業 務 用

・要冷蔵品　又は　常温保存可能品
・１個３００ｇ程度

業 務 用

６４

鷹 の 爪

６８

７０

・カゴメ、デルモンテ、長野のいずれかであること
・農産物規格合格品
・(1)は3kg袋入
・(2)は1kg入個

個

kg

７３

ト マ ト ピ ュ ー レ

ト マ ト
ケ チ ャ
ッ プ

袋
・カゴメ、デルモンテ、ハウス、長野、ハインツのいずれかであること
・農産物規格合格品
・3kg袋

品　　　　　　　名

デ ミ グ ラ ス ソ ー ス

(2)

ス パ ゲ テ ィ ミ ー ト ソ ー ス

卓 上 用(2)

・納入時賞味期限１年以上
・15g瓶入
・振出し口の小さいもの

(2) 味 噌 汁

kg

段ボール又は外装に(1)～(4)の表記が明確に表記されているもの

食 卓 塩

食 酢

ガ ラ ス ー プ

個

・納品時賞味期限１年以上
・300g程度袋入
・業務用包装

塩

・Ｓ＆Ｂ又はハウスのフレーク顆粒
・1kg袋入、納入時賞味期限１年以上

kg
カ レ ー の 素

共 通 規 格

卓上七味唐辛子粉

卓 上 用 タ バ ス コ

唐辛
子類

・特有の香味を有し、乾燥良好品でＳ＆Ｂ又はハウスのいずれか
・業務用400g缶入
・納入時賞味期限１年以上

・特有の香味を有する醸造酢
・1.8ℓペット容器入り、元詰品

(1) 一 味 唐 辛 子 粉

７５ ホ ワ イ ト ル ウ kg
・Ｓ＆Ｂ又はハウスのフレーク顆粒
・1kg袋入、納入時賞味期限１年以上

７４ ハ ヤ シ の 素
・Ｓ＆Ｂ又はハウスのフレーク顆粒
・1kg袋入、納入時賞味期限１年以上

kg

７６ kg

・原材料表記の最初に、糖類（ブドウ糖や砂糖等）の記載がある品は不可
・かつおエキスを主体とし、昆布、しいたけ、貝類等のエキスを調和させた顆粒
　調味料で、水で完全に溶解するもの
・色沢、香味が良好なもの
・500g袋

７７ 中 華 ス ー プ の 素 kg

だ し の 素

・明治キンケイ又は富士食品、理研、味の素のいずれか
・1kg袋入

７８ 本 み り ん 個
・アルコール分14%
・ペットボトル

７９ 酒 粕 kg
・月桂冠又は日本盛、大関、白鶴、沢の鶴のいずれか
・業務用包装

８

８０ 清 酒 ( 料 理 用 ） 個
・合成酒不可
・1.8ℓ詰
・ビン入り不可

８２
即席スー

プ

(1) ス ー プ 類

個
・１人分カップ付
・内容、容量等はその都度指示
・(2)は生タイプで、具と味噌が別袋に入っているもの

洋 辛 子

わ さ び
個練 り

調 味 料
そ の 他

６２



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) 袋 業務用5kg袋詰

(2) 個 １本450gチューブ入、絞り口が星型と細口の２種類あるもの

(3) 袋 １袋40ヶ入、１個12g、納品時賞味期限は３ヶ月以上

(1) 袋

(2) L

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) その都度指示 味、内容等はその都度指示

(1) kg 1kgポリ容器入、納入時賞味期限３ヶ月以上

(2) その都度指示 容量等はその都度指示、納入時賞味期限３ヶ月以上

(1) kg 1kgポリ容器入、納入時賞味期限３ヶ月以上

(2) その都度指示 容量等はその都度指示、納入時賞味期限３ヶ月以上

９８ 個 ・1ℓペットボトル又はポリ容器入

(1) 白

(2) 赤
９

８６ マヨネーズ

共 通 規 格

(2) 具 入 り 袋

９６
しょうが
加工品

お ろ し

き ざ み

個

・業務用
・1ℓボトル入

ワ イ ン

お ろ し

・キューピー又は味の素のいずれか
・納入時賞味期限は４ヶ月以上

(2)

・1個30～35g、小瓶入
・香味、辛味良好なもの
・納入時賞味期限１年以上

(1) ビ ン 入 個

ラ ー 油

８４ドレッシング

(1) 業 務 用 本
・納入時賞味期限４カ月以上
・農産物規格合格品
・(1)は業務用容器(1ℓ程度)入
・(2)は7～20mℓ入
・容量、種類及び１袋の入り数はその都度指示

小 袋 袋

品　　　　　　　名

８７ ポン酢

(1)

８５
タルタル
ソース

(1) 業 務 用

(2) 小 袋

kg

(2) 味 付 ポ ン 酢

業 務 用

卓 上 用

小 袋

・納入時賞味期限２ヶ月以上
・(1)は業務用、1kgチューブ入
・(2)は１箱に40ヶ×10袋入、１個12g箱

め ん つ ゆ 個

ポ ン 酢

個

・醸造酢
・果実特有の香りを有するもの
・1.8ℓ容器入
・(2)は柑橘類の絞り汁に醤油を加えた調味料

・醸造酢
・本醸造醤油、胡麻油等を原料とし風味良好なもの　
・２倍希釈用
・(2)は１ℓペットボトル入(2)

・1.8ℓ紙容器又はペットボトル
・３倍希釈用

ご ま ダ レ

８９ 麻 婆 豆 腐 の 素

個

又は

本

・風味良好なもの
・業務用包装
・具はなく調味料としての素
・1150g入（とろみ不要タイプは1kgボトル入）

８８
冷やし

中華の素

(1) 醤 油 ダ レ

個

味 噌

袋
・レトルトパック
・１袋の重量、希釈倍率はその都度指示

醤 油

９０ 焼 肉 の タ レ
その都度

指示
・ペットボトル又はポリ容器入の業務用
・量、味はその都度指示

９１

・空豆を主原料とし、ゴマ油や唐辛子等を加えて作った発酵調味料
・1kgポリ容器入、納入時賞味期限３ヶ月以上

９３
ラーメン

の素

そ の 他

９２
チャンポ
ンスープ

粉 末 ・(1)は粉末状、250g程度袋入
・(2)は液体状で１本1L入、希釈タイプ液 体

塩

ト ン コ ツ

９４ 豆 板 醤 kg

き ざ み

９７ 回 鍋 肉 の 素

９５

９９

棒 棒 鶏 ソ ー ス

個

・アルコール分14%未満、料理用
・1.8ℓ入

にんにく
加工品

(3)
フ ラ イ ド
ガ ー リ ッ ク

kg
・500g袋入
・揚げスライスにんにく
・苦みが少なく、十分に乾燥したもの

・800gビニル袋入
・フライドガーリック及びフライドオニオン入のラー油
・納品時賞味期限７ヶ月以上

８３



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

１０１ 個 業務用1ℓ容器入

１０２ kg 1kg業務用包装

１０３ 個 内容等その都度指示

１０４ 個 300g程度チューブ入

１０５ kg 業務用1kg容器入

(1) 業 務 用

(2) 卓 上 用

１０７ 個 １ℓペットボトル入（ビン不可）

１０８ 本 １ℓポリ容器入

１１８ 袋 3kg包装

１１９ 袋 1kgレトルト包装

１２０ 個 1kg袋

１２１ kg 粉末500g袋

・サラサラとし、粒がそろった柱状の結晶で着色を認めないもの

・特有の旨味の他、塩味その他異味異臭を生じないもの

・1kgポリ袋詰め

・Ｌｰグルタミン酸ナトリウム９９％程度

１２３ 本 黒胡椒、にんにく入で醤油ベースのたれ、2kgボトル入

１２４ 缶 810g缶（2号缶）又は1号缶入り、ビーフ味

１２６ その都度指示 量、内容等はその都度指示

１２７ 袋 １袋300g程度、ミルク入

１２８ その都度指示 量、内容等はその都度指示

１００

１０

(1)

コ ー ン ポ タ ー ジ ュ フ レ ー ク

ス テ ー キ ソ ー ス

１１７

kg
チ キ ン

・500g袋入
・原材料が食塩、砂糖、乳糖、食用油脂の順に記載されているもの
・酵母エキス、チキンエキス入

・1kg包装
・ビーフエキス入

コ ン ソ メ

(2) ビ ー フ

品　　　　　　　名

チ リ ソ ー ス

１０６

山 賊 焼 の た れ

グ レ ー ビ ー ソ ー ス

粒 マ ス タ ー ド

キ ム チ の 素

kg
・中華甘みそ、麺醤
・1kg容器入

チ ャ ー ハ ン の 素

kg
・1kg包装
・顆粒状

個
・果汁100%
・(1)は720mℓ瓶、(2)は450ml又は150mℓ入

レ モ ン 果 汁

昆 布 だ し の 素

サ ル サ ソ ー ス

そ の 他 た れ ・ 調 味 料

粉 末 コ コ ア

減 塩 調 味 料

１２５ 甜 麺 醤

kg

ヂ ー マ ジ ャ ン

白 湯

う ま 味 調 味 料

業 務 用 ご ま だ れ

１２２

オ リ ー ブ オ イ ル



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

１３１ kg 乾燥結び昆布、業務用包装

(1) と ろ ろ 昆 布 kg

(2)
一口とろろ

昆布 袋

１３８ kg 500g袋入、スライス品

１４４ 袋 業務用、500g包装

１４６ kg 乾燥良好で、カビ及び変質、夾雑物の混入のないもの

１４７ kg 業務用包装

１４８ kg 1kg袋入　

１４９ kg 業務用包装

１５０ kg 乾燥良好で甘味適当なもの

１５１ 袋 100g袋

１５２ kg 乾燥品及び塩蔵は不可・ボイルされたもの

　　共通規格

　　１　乾物は乾燥良好で特有の色沢、味、香り等を有するもの

 　 ２　変色、変質、カビ等のないもの

  　３　夾雑物を含まないもの

昆 布
・(1)は500g袋入、白色
・(2)は1g×100個程度入

 　 ４　特に定めのない品目については、納入時賞味期限６ヶ月以上とする。

品　　　　　　　名

乾 燥 結 び 昆 布

１３２

Ｃ　海藻及び乾物類

１３３ ひ じ き

(1) 芽ひじき

kg

・乾燥良好で、着色していないもの
・500g袋入
・(1)は極端に細かいものは不可
・(2)は中あら長ひじき、短めにカットしているもの(2) 長ひじき

１３４ の り

(1) 切りのり kg
・着色していないもの
・100g防湿包装、乾燥材入
・(1)は細切り、長さ3cm程度のもの
・(2)は１袋100g
・(3)は１／２カット

(2)
袋入り青
の り 粉

袋

(3) 焼きのり 枚

１３５ 味 付 の り 袋

・１袋８切５枚入、5×9cm程度
・密閉した容器を使用し、乾燥剤を同封のこと
・内包装100袋単位程度
・味付け良好のもの

１３６ カ ッ ト 若 布 kg

・500g袋入
・乾燥良好品
・3cm程度にカットされていて、色素による着色をしていないもの
・極端に柔らかいものや固いものは不可

１３７ 海 藻 サ ラ ダ kg
・500g袋入
・若布、とさかのり等ミックスしたもので、ふのりの多いものは不可

乾 椎 茸

１３９ き く ら げ kg
・乾燥良好品
・500g袋又は1kg袋元詰品

１４０ 煎りごま

(1) 白

kg
・乾燥良好な煎りごまとする。
・1kgビニール袋入
・納入時賞味期限４ヶ月以上のもの(2) 黒

１４１ すりごま

(1) 白

kg
・白ごま又は黒ごまを原料とし、すりつぶしたもの
・納入時賞味期限４ヶ月以上のもの　
・1kg袋(2) 黒

１４２ 凍 豆 腐 kg
・種類はその都度指示
・業務用包装

１４３ ふ り か け 個
・卓上用で80g以上、プラスチック容器のもの
・種類はその都度指示

ピ ー ナ ッ ツ 和 え の 素

１４５ と こ ろ て ん 個
・１個200g程度
・タレ、辛子、スプーン付

切 干 大 根

す し の こ

乾 燥 千 切 め か ぶ

ク ル ト ン

干 し ぶ ど う

あ お さ

刻 み 昆 布

１５３ も ず く

・業務用包装（500g又は1kg袋）又は個包装の場合は一人分の容器入
・納品時、重量は固形量
・冷蔵品
・(1)の詳細についてはその都度指示

１５４ そ の 他 海 藻 及 び 乾 物 類
その都度

指示
内容、量等はその都度指示

１１

味 付

(2) 生

その都度
指示

kg

(1)



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

１７５ 缶 ・Ｔ２Ｋ缶　固形量1.4kg程度

(1)

(2)

(3)

Ｄ　缶詰類及びレトルト食品

　　共通規格

  １　新鮮な材料を使用したもの

  ２　食味良好で、変質していないこと。

  ３　食品添加物は、食品衛生法に定められたものを使用

  ４　缶体はＪＡＳ規格に定められた規格で内面塗装を施し、巻締完全、サビ、キズ、変型、膨張がないこと。

  ５　品種、品名等、使用原材料名等、内容量、総重量、賞味期限、製造業者名、製造工場名及び製造年月日が表示されてい

　  ること。

　６　納入業者は、賞味期限内の製品について、かし担保責任を有する。

　７　特に定めのない品目については納入時賞味期限１年以上であること。

　８　レトルト食品は常温保存可能であること。

品　　　　　　　名

１６１ 筍 水 煮 缶 缶
・１号缶　固形量1.8kg程度
・原材料はもうそう竹又は真竹
・ホールＬサイズ

１６２ ク リ ー ム コ ー ン 缶 缶
・１号缶
・固形量3kg程度

１６３ な め こ 缶 缶
・１号缶、固形量1.35kg程度
・つぼみ

１６４ ト マ ト 水 煮 缶 缶
・１号缶、固形量1.5kg程度
・ダイスカット

１６５ マ ッ シ ュ ル ー ム kg
・固形量1kg、又は2kg入
・スライスしたもの
・納入時賞味期限６ヶ月以上

１６６ ホ ー ル コ ー ン 缶 缶
・１号缶、固形量1.8kg程度
・水抜き

１６７ ス イ ー ト ピ ク ル ス 缶
・２号缶、固形量850g程度
・胡　瓜

１６８ み か ん 缶 缶
・１号缶、固形量1.7kg程度
・Ｍサイズでブロークンは不可

１６９ チ ェ リ ー 缶 缶
・４号缶、固形量230g程度
・ＣＲ、Ｙ

１７０ パ イ ン 缶 缶
・１号缶、固形量1.8kg程度
・チビット

１７１ フ ル ー ツ サ ラ ダ 缶 缶
・１号缶　固形量2kg程度
・みかん、桃、パイン、チェリー等をミックスしたもの
・色、味良好なもの

１７２ 杏 仁 フ ル ー ツ 缶 缶
・１号缶　固形量2kg程度
・みかん、桃、パイン等果物に牛乳羹を加えたもの
・色、味良好なもの。

１７３ な め た け 茶 漬 kg
・業務用、常温保存可能品
・固形量60%以上　
・納入時賞味期限３ヶ月以上

１７４ 味 付 メ ン マ 缶
・１号缶　固形量2kg程度
・風味、味、色が良好なもの

鯖 味 噌 煮 缶

１７６ 鶏 卵 水 煮 缶 缶
・１号缶　固形量1.7kg程度
・１級品　Ｍサイズ

１７７ う ず ら 卵 水 煮 缶 缶
・１号缶
・固形量1.6kg程度

１７８ 携 帯 用 お か ず 缶 缶
・種類、内容量等はその都度指示
・プルトップ

１７９
缶入り飲

料

ウ ー ロ ン 缶

缶
・340mℓ程度
・(3)は種類、重量等はその都度指示

煎 茶

そ の 他

１２



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

１８２

１８３ kg ライトミート、油量の少ないもの、1kg包装

１８４ kg 水煮、1kg包装

（5） そ の 他

(1) 豚 汁

(2) けんちん汁

１９０ 缶 T2K、固形量1400g

１９１ 缶 T2K、固形量1200g

１９２ 袋 1kg袋入、馬肉と牛肉の混合されたものも可

１９３ 缶 フルーツミックス、６号缶、プルトップ

(1) 丸

(2) 割 れ

(1) 常 温 常温保存可能品

(2) 冷 凍 冷凍真空包装

１９８ kg アルミパックのレトルト品

１９９ kg アルミパックのレトルト品

２０２ 缶 １号缶

２０３ 袋 総重量１．５ｋｇ（うち固形量１ｋｇ）

(1) 缶 詰 缶

(2) レトルト食品 その都度指示

・真空包装500g～1kg程度
・納入時賞味期限３ヶ月以上

品　　　　　　　名

１８０
ライス
セット

カ レ ー

個

・スプーン付ボイル用パック入
・納入時賞味期限６ヶ月以上
・(1)～(5)は白飯300g以上
　具材の内容はその都度指示
・(6)は簡易加熱剤付ライスセット
　内容、量等はその都度指示
・(7)の内容、量等はその都度指示

そ の 他

牛 丼

焼 鳥 丼

豚 丼

麻 婆 茄 子 丼

加熱剤付ライスセット

(4)
カルボナーラ

ソース

欠　番

ツ ナ フ レ ー ク

さ さ み フ レ ー ク

１８５ レトルトカレー

(1) 業務用

袋

個人用

１８６ 混 ぜ 飯 の 素 kg
・業務用包装、納入時賞味期限６ヶ月以上
・種類その都度指示

・種類はその都度指示
・(1)は3kg
・(2)は200g程度(2)

１８７ パ ッ ク の り 個
・１個10g海苔佃煮
・納入時賞味期限６ヶ月以上

１８８ 調 理 済 食 品

(1)
ビーフシ
チュー

袋
又
は
k
g
又
は
個

・レトルト品
・常温保存可能品
・(1)は3kg袋入
・(2)は１個50g程度、1kg袋入
・(3)は玉葱及び牛肉入り、トマトベース、3kg袋入
・(4)は卵黄、生クリーム、チーズ仕上げ、2kg袋入、ハウス又は同等品
・(5)は種類、重量等はその都度指示

１８９ 缶
・１号缶
・総重量3000g（うち、固形量は(1)1600g程度、(2)は1300g程度）

さ ん ま 蒲 焼 き 缶 ( 大 ）

焼 き 鳥 缶

(2)
レトルト
豚角煮

(3)
レトルト
ハヤシ

コ ン ビ ー フ

フ ル ー ツ カ ク テ ル 缶

１９４ 白 飯 個
・１個300g以上
・加熱後、熱湯中に浸した状態で、３０分以上保温可能品
・納入時賞味期限６ヶ月以上

１９５ パ ッ ク 入 り 味 付 ご 飯 個
・300g程度、納入時賞味期限６ヶ月以上
・味はその都度指示

１９６ 栗 甘 煮 kg
・1kg包装　原材料栗のみ、納入時賞味期限３ヶ月以上
・(1)は栗が割れていないもの、(2)は割れているもの

１９７ kg

筍 土 佐 煮

き の こ の 煮 物

２００ ア ロ エ ダ イ ス カ ッ ト kg

鮭 フ レ ー ク

共 通 規 格

・アロエベラ葉肉シロップ漬
・納入時賞味期限３ヶ月以上
・業務用レトルト品、納品時、重量は固形量（シロップは除く。）

２０１ ナ タ デ コ コ シ ロ ッ プ 漬 kg
・ココナッツ汁を発酵させ、凝固させたもの、さいの目カット済
・納入時賞味期限３ヶ月以上
・業務用レトルト品、納品時、重量は固形量（シロップは除く。）

ヤ ン グ コ ー ン （ 水 煮 ）

２０４
その他缶詰類及び
レ ト ル ト 食 品

内容、量等はその都度指示

１３

・固形量650ｇ以上
・肉団子50個以上入っているもの
・甘酢あん味付済・納品時賞味期限10ヶ月以上

野菜入り汁の具

１８１ レ ト ル ト 甘 酢 肉 団 子 kg

り ん ご シ ロ ッ プ 漬



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(2) ひ よ こ 豆 つぶれていないもの、ドライパック又は真空パック

(3)
ひ よ こ 豆
（ひきわり） ひきわりタイプ、ドライパック又は真空パック

(4) その他茹で豆 その都度指示 内容、量等はその都度指示

(1) 木 綿

(2) 絞り豆腐

(3) 焼 豆 腐

２１８ kg 業務用包装

(1) 冷 蔵

(2) 冷 凍

(1) 冷 蔵

(2) 冷 凍

大 豆
・真空パック
・国産又はカナダ産

・固形量1kg袋
・納品時賞味期限３ヶ月以上
・常温保存可能品

共 通 規 格

(1)

Ｅ　豆類及び同加工品

　　共通規格

　１　品質良好で、異物の混入していないもの

　２　新鮮で異味、異臭のないもの

　３　豆類は乾燥良好で、豆加工品は風味良好なもの

  ４　豆加工品は、衛生的な容器を使用していること。

　５　豆類は、１年越しのものは不可

品　　　　　　　名

２１２ 小 豆 kg
・農産物規格規定２等合格品以上
・1kg袋詰

・納品時賞味期限３日以上
・適度な硬さを有し、異味・異臭がなく、完全に冷却したもの
・１個300g程度のパック入
・(2)は木綿豆腐の水分量の70%程度まで１時間絞ったもの

２１３ 白 い ん げ ん kg
・農産物規格規定２等合格品以上
・30kg入
・長さ1.5cm、幅1cm程度の小サイズ

２１４ 冷 凍 油 揚 kg

・細切り、幅1～2cmで長さ4cm程度
・500g又は1kg包装
・形が均一で、崩れていないもの
・納入時賞味期限４ヶ月以上

厚 揚 kg
・当日又は前日製造
・個包装は不可

２１５ 冷 凍 豆 腐 kg
・サイコロ状にカットされているもの
・500g又は1kg包装
・形が均一で、崩れていないもの

２１６ 豆 腐 個

２２０ サ イ コ ロ 厚 揚 kg
・(1)は１個16g～17g
・(2)は１個10g基準

２１７ パ ッ ク 豆 腐 個

・1個の重量はその都度指示
・充てん豆腐
・四角の容器に流し込み詰
・納入時賞味期限５日以上

卯 の 花

２１９

２２２ が ん も ど き kg
・豆腐を主体に、ごぼう、人参、昆布、ごま、山芋等、内容が３種類以上
・１個20g程度
・当日又は前日製造

２２３ 油 揚 kg
・異味及び異臭がなく、特有の香味及び色艶を有するもの
・当日又は前日製造

き な 粉 kg
・乾燥良好品
・異味、夾雑物のないもの
・業務用包装

１４

・(1)はその都度指示
・(2)は１個20g程度

２２１ 三 角 厚 揚 kg

２１１

kg

茹 で 豆

・冷凍の場合、解凍せずそのまま納品
・(1)は１個40g紙容器入
・(2)は１個30g紙容器入
・(1)、(2)は個包装タイプのタレ、辛子付　
・(3)は個包装タイプのタレ、辛子不要　
　重量はその都度指示

個２２４ 納 豆

(3) そ の 他

(1)

(2)

小 粒

ひ き わ り

２２５



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

２２７
その都度指

示 内容、量等はその都度指示

２２６ 味 付 油 揚 袋
・味良好なもの
・1袋40枚入
・1枚の基準は8cm程度×5.5cm程度

そ の 他 豆 類 及 び 豆 加 工 品

１５

品　　　　　　　名



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) プレーン

(2) チ ー ズ

(3) レ ア

(5) そ の 他 その都度指示 内容、量等はその都度指示

(1) 小 35g×6個入、冷蔵庫内で解凍後そのまま食せるもの

(2) 大 50g×10個入、電子レンジ調理可能品

２３９ kg １パック、又は１段10個以上入

・溶きほぐした鶏卵

・業務用冷凍真空パック

２４２ その都度指示 内容、量等はその都度指示

・１個120g個包装　
・冷凍
・半熟状オムレツ（ナイフ等で切れ目を入れるとひらくタイプ）

(4)
オムライ

ス用
kg

Ｆ　卵及び同加工品

　　共通規格

　１　鮮度良好で外観に異常を認めないもの

  ２　包装及び容器は、衛生的なものを使用すること。

  ３　加工品については特有の香りを有し、異味異臭を認めないもの

品　　　　　　　名

２３１ 鶏 卵 kg

・鶏卵規格取引要綱に基づくもの
・10kg入、段ボール箱詰
・収卵か２日以内のもので管理良好なもの
・納入時賞味期限１０日以上
・Ｌサイズ

２３２ 厚 焼 卵

(1) 冷　凍

kg
・500g入で、1切50gにカット済
・(1)は納入時賞味期限２週間以上
・(2)は種類、重量等その都度指示(2) 具入り

２３３ カ ニ 巻 卵 kg
・１個60g程度業務用包装、冷凍真空パック包装10ヶ入
・円筒形
・中心部までしっかりと加熱されているもの

２３４ 錦 糸 卵 ク レ ー プ kg
・500g袋入
・乾燥品　細切り

２３５ ゴ ー ル ド ス ク ラ ン ブ ル エ ッ グ kg
・業務用冷凍品、1kg袋入
・原材料が鶏卵、植物油脂、澱粉、マーガリン、還元水あめの順番

袋
・業務用冷凍品、真空パック１袋60g×10個入（個包装は不可）
・ボイリングパック
・(1)、(2)は外装に「カルシウム強化」と表記されているもの

オ ム レ ツ

２３７ ハ ー フ ス コ ッ チ エ ッ グ kg
・50g×10個、真空パック包装
・業務用冷凍品

温 泉 玉 子

・国内製造の液卵を使用した冷凍品　
・「スチームコンベクションオーブンでの調理」及び「揚げる」調理が可能なも
の

袋

２３８

共 通 規 格

目 玉 焼 き

２４０ 冷 凍 オ ム シ ー ト kg
・冷凍真空パックのオムライス用卵シート
・１枚50g×10枚入り

そ の 他 卵 及 び 卵 加 工 品

１６

kg２４１ 凍 結 全 卵

２３６



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

２５３ 個 納入時賞味期限５日以上のもので、1000mℓ

(1) 業 務 用 kg

(2) 400g 個

(2) 加 糖 個

(1) 小

(2) 大

(3) 耐久飲料

(5) そ の 他

(1) ラクトアイス

(2)
ア イ ス
ク リ ー ム

(3) か き 氷

(4) シャーベット

(5) アイスミルク

個 種類、内容量等はその都度指示

Ｇ　牛乳・乳製品及びデザート類

　　共通規格

  １　鮮度良好、外観に異常がないもの

  ２　異臭のないもの

  ３　指定のないもの以外は納入時賞味（消費）期限10日以上とする。

　４　デザートについては、スプーン又はストロー付

  ５　納入時バラ詰

品　　　　　　　名

２５１ 牛 乳

(1) 牛 乳

個
・１個200mℓ紙パック入
・(1)は納入時賞味期限５日以上のもの
・(2)はその都度指示(2) 加 工 乳

２５２ Ｌ Ｌ 牛 乳 個
・１個200mℓ紙パック入
・ロングライフタイプ
・納入時賞味期限４０日以上のもの

パ ッ ク 牛 乳

２５４ 乳 飲 料

(1)
コーヒー
牛 乳

個

・納入時賞味期限５日以上
・パック入り（ただし、チコパックは不可）
・(1)は1個1000mℓ程度
・(2)の内容、量等はその都度指示
・甘味適度(2) そ の 他

２５５ ヨ ー グ ル ト
・(1)は1kg入、(2)は400g入、(3)は１個70g以上（内容等はその都度指示）
・(1)及び(2)は付属の砂糖がついていないプレーン味
・容器は紙製で、ふたはプラスチック等の簡易包装であるもの

２５６ 飲むヨーグルト

(1) 業 務 用

個

・納入時賞味期限５日以上のもの
・味はその都度指示
・パック入
・(1)は1ℓ程度、(2)は90～220mℓ程度(その都度指示）(2)

ドリンク
ヨーグル

ト

２５７ ゼ リ ー

(1) コーヒー

個
・味、量等ついてはその都度指示
・(1)はミルクなしでの納品も可
・(2)は味についてはその都度指示(2) 果 実 入

２５８ プ リ ン 個
・納入時賞味期限５日以上
・量、味等についてはその都度指示

２５９ 豆 乳 飲 料 個
・(1)は200mℓ紙パック、味はその都度指示
・(2)は1ℓ紙パック、調整豆乳又は無調整豆乳

個
・１個/125mℓ
・味はその都度指示
・特定保健用食品

(2)
混合

ジュース

(4)

個

２６０ 乳 酸 菌 飲 料 個

・種類、重量はその都度指示
・納品時賞味期限１２０日以上（生鮮品は９０日以上でも可）
・(1)は果汁100%、200mℓ又は250mℓ入
・(2)は果汁と野菜が30%以上の混合飲料、200mℓ入
・(3)は果物ジュースについては果汁100%、
  耐久コーヒーは種類別名称が「コーヒー」 又は「コーヒー飲料」であるこ
と。
・(3)及び(4)は200mℓ入
・(5)の内容はその都度指示

・65mℓ又は80mℓ入、重量はその都度指示
・65mℓは、特定保健用食品に該当する商品であること。

ℓ

２６３
ア イ ス ク リ ー ム
氷 菓 等

２６１ 発 酵 乳

２６５ ダ イ ス チ ー ズ kg
・約8mm角
・納入時賞味期限３ヶ月以上

２６２ パ ッ ク ジ ュ ー ス

(1)
果物

ジュース

野菜
ジュース

１７

２６４ クリーム

(1) 生クリーム 個 ・(1)は1000mℓ、(2)は500mℓ又は1000mℓ
・(1)は納入時賞味期限５日以上、(2)は１０日以上
・(1)は紙パック、(2)はポリ容器(2) サワークリーム



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) kg

(2) 個

(1) オレンジ

(2) り ん ご

(3)
グレープ
フルーツ

(4) そ の 他

２７２
その都度

指示
内容、量等はその都度指示

品　　　　　　　名

２６６ プ ロ セ ス チ ー ズ 個
・角型　20g程度
・納入時賞味期限３ヶ月以上
・味はその都度指示

２６７ ナ チ ュ ラ ル チ ー ズ
kg

又は
袋

・業務用包装
・納入時賞味期限３ヶ月以上

２６８ 粉 末 チ ー ズ
・(1)は業務用包装、(2)は40g程度
・納入時賞味期限３ヶ月以上

２６９ 業 務 用 ジ ュ ー ス 個
・紙パック入、1000mℓ
・納入時賞味期限５日以上

２７０ パ ッ ク 入 り コ ー ヒ ー 個
・１個200mℓ紙パック入
・納入時賞味期限５日以上
・種類別名称は「コーヒー」であること。

２７１ パ ッ ク 入 り コ ー ヒ ー 牛 乳 個
・１個200mℓ紙パック入
・納入時賞味期限５日以上
・種類別名称は「コーヒー飲料」であること。

そ の 他 乳 及 び 乳 製 品

１８



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

３０１

３０２

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

　　　　凍結方法は、急速冷凍によって凍結させ、製品に冷凍やけ及び表面乾燥などの異常がなく鮮度良好であること。

　 (2)　品質保証（と殺場）

　　  ア  冷凍工場は食品衛生法及び環境衛生法に基づく保健所の環境衛生検査で「優」以上に格付されていなければならない。

　　  イ　肉類は日本食肉格付協会の「上」とする。輸入品もそれに準ずる。

　　  ウ　鶏肉については厚生労働省の食鳥検査に合格したもの

　　  エ　肉質は、きめ細かく締まっているもので、調理後柔らかく食味良好なもの

Ｈ　獣鶏肉類及び同加工品

　１　共通規格

　 (1)  凍結方法

　２　出荷条件

　 (1)  内　装

　　  　製品１肉塊ごとにポリエチレンシートなどで完全に包み、肉塊と空気の接触面をもたないこと。

 　(2)  外装表示

　　　　コンテナ詰で数量、正味量、製造業者名、製造工場名及び賞味期限を記入していること。

　 (3)  納入時、10℃以下で搬入のこと。

　 (4)　調理済冷凍品については、納入時賞味期限６ヶ月以上

品　　　　　　　名

牛 サ ー ロ イ ン ス テ ー キ

kg

・日本食肉格付協会「牛部分肉取引規格」による部分肉とする。
・付随脂肪は10mm以下
・ステーキは切り身の大きさを揃え、ヒレは厚さ1.5～2cm程度
・産地はその都度指示
・303－(1)は厚さ2mm、(2)は5mm～7mm角で長さは5cm
　(3)は2.5cm×2.5cm×2.5cmの角切
・しゃぶしゃぶ用の厚さは1～1.5mm

牛 ヒ レ ス テ ー キ

３０３ 牛モモ肉

ス ラ イ ス

細 切 り

角 切 り

挽 き 肉

３０４ 牛バラ肉

ス ラ イ ス

角 切 り

kg
・上バラ肉を主体とし、赤肉層と脂肪層が交互になっているもの
・(1)は厚さ2mmとする。
・(2)は2.5cm×2.5cm×2.5cmの角切

３０５ 豚 ロ ー ス 肉 kg

・ロースは肩の切断面に最も近い肋骨の最上部から、肋骨の長さ１／３の
場所を背線に平行に切断し、骨を除き、脂肪の厚さ1cm以内に整形する
・ヒレ下のロースを10～20cmカットしたもの
・脂肪約20%以下
・水豚、黄豚でないもの
・大きさは均等とし、グラムはその都度指示

(1)

(2)

３０６ 豚バラ肉
(1) ス ラ イ ス

kg
・赤肉層と脂肪層が交互になっているもの
・(1)は厚さ2mm基準
・(2)は2.5cm×2.5cm×2.5cmの角切角 切 り

３０７ 豚もも肉

薄 切 り

kg

・(1)の厚さは2mm基準
・(2)の厚さは1～1.5mm基準
・(3)は2.5cm×2.5cm×2.5cmの角切
・(4)は5～10kg程度の業務用包装

しゃぶしゃぶ用

角 切 り

挽 き 肉

kg

・厚さ1cm以下
・水豚、黄豚でないもの
・大きさは均等にする。
・１切当たりの重量は、その都度指示

３０９ 小 間 肉
豚

kg モモ、肩ロース、ロース、バラ等小間切れ状のもの
牛

(2) 挽 き 肉

(3) スライス

３０８ 豚 ヒ レ 肉

３１１ 鶏 む ね 正 肉 kg

・頸皮及び手羽もとの精肉類を除去したもの
・重量はその都度指示
・冷凍品又は解凍品はその都度指示
・３ヶ月未満の国産若鶏
・厚さ１～１．５ｃｍ程度で揃ったもの

３１０ 鶏 肉

(1) ブロック

kg

・国産
・骨、内臓、筋、首皮は除く。
・脂肪10%以下
・アンモニア臭のないもの
・３ヶ月未満の若鶏
・(1)はすきみ（小肉）を除く。
・(2)は骨、内臓、筋皮を除き若鶏をひいたもの
・(3)は3～4mm程度の厚さとする。

１９



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) ブロック

(2) 骨 付 き

・手羽先、手羽元等加熱用骨付き鶏肉

・１個あたりの重量はその都度指示

業務用袋入、加熱用

(2) 味 付 牛の小腸を味付したもの

(1) スライス

(2) ブロック

(1) スライス

(2) ブロック

(1) スライス

(2) ブロック

３２４

(1) スライス

(2) ブロック

327

３２９ kg カット済（重量はその都度指示）、納品時消費期限３日以上

欠　番

(3)

ポークウ
インナー

ミ ニ

フランク
フ ル ト
ソーセー

ジ

骨 付 き 鶏 肉 kg

・国産
・腱を除いたもの
・１枚３０～５０g程度

３１３ 鶏 も も 肉 kg

・(1)は骨、内臓、筋、首皮は除く。
・(2)は骨付もも肉Ⅲ型。骨にそって十字に切れ目を入れ、第２関節より先を除
く。
・ブロイラー専用種とし、農林水産省規格の食鶏規格「Ａ級」程度
・アンモニア臭のないもの
・重量はその都度指示

品　　　　　　　名

(3) 骨 な し

３１４ 鶏 も も ぶ つ 切 り kg

３１２ 鶏 さ さ 身 kg

骨なしの鶏もも肉、重量はその都度指示

３１６ 味 付 牛 肉 kg
・ハンギングテンダーを味噌味ベースのたれに漬け込んだもの
・厚さ2～3mm

３１７ 味 付 豚 肉 kg
・味付けはその都度指示
・厚さは2～3mm

３１５

３１９ 豚 味 付 モ ツ kg
・豚の小腸を味付したもの
・業務用袋入、加熱用

・業務用包装、バラ凍結品　
・洗浄、ボイルした牛の大腸のみを使用したもの

(1) 味 な し３１８ 牛 ホ ル モ ン

共 通 規 格

３２０ カ ル ビ

(1) 牛

kg

・スライス（１切が5cm×5cmで揃っていること）
・脂肪の含有率　20～25%
・バラのような脂肪層が交互になっているもの
・厚さは5mm以下(2) 豚

３２１ ロ ー ス ハ ム

kg

・納入時賞味期限７日以上のもの
・普通サイズのもの
・ＪＡＳ規格同等品も可
・魚肉混合のものは不可
・３２１、３２２、３２３の(1)はその都度指示
・３２５の(1)は１枚1g程度とする。
・スライス時に丸く絞った部分は除く。

３２２ ボ ン レ ス ハ ム

３２３ プ レ ス ハ ム

ド ラ イ サ ラ ミ ソ ー セ ー ジ

３２５
ｿ ﾌ ﾄ ｻ ﾗ ﾐ ｿ ｰ ｾ ｰ ｼ ﾞ
(ｾﾐﾄﾞﾗｲｿｰｾｰｼﾞ)

・ＪＡＳ規格品又はＪＡＳ規格同等品の国産
・鶏肉混合不可
・形及び大きさが揃っている物で、４本の総重量が75g程度
・ウインナー同士が繋がっていないもの
・納入時消味期限７日以上で、納入しケーシングを除くもの
・1kg以上の袋詰め

・ＪＡＳ規格品又はＪＡＳ規格同等品
・１本60g程度で有害色素を使用していないもの
・納入時消味期限７日以上で、納入しケーシングを除くもの
・1kg以上の袋詰め

３２８

３２６

(2)

あ ら び き ポ ー ク フ ラ ン ク kg

・ＪＡＳ規格品又はＪＡＳ規格同等品
・１本60g程度
・納入時賞味期限７日以上で、納入ケーシングを除くもの
・ウインナーどうしが繋がっていないもの
・1kg以上の袋詰め
・主原料は豚肉50%以上

ス テ ー キ 用 ハ ム

２０

kg

kg

(1)

・ＪＡＳ規格品又はＪＡＳ規格同等品
・１個10g程度で業務用冷凍品又は冷蔵品
・納入時賞味期限７日以上のもの
・鶏肉混合可

ソーセージ類



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

３３２ その都度指示 種類、内容等はその都度指示

３３３ kg 500g袋包装

３３４ その都度指示 種類、内容等はその都度指示

３３５ kg パックなしで納入、掃除済み、スライスカット（厚さはその都度指示）

・くん煙完全であり煮豚・蒸し製品を除く。
・納入時賞味期限５日以上
・スライス又はカット済
・冷凍品は解凍して納入

２１

ブロック

３３１

(2)

焼 豚 kg

ベ ー コ ン

(1) スライス

kg

・ＪＡＳ表示(標準)
・漬け込みが完全で肉の内部まで液が浸透しているもの
・くん煙が完全であり、風味良好なもの
・断面は赤肉層と脂肪層が交互３段に重なり、層の厚みが同じ位のもの
・納入時賞味期限７日以上

３３０

肉 類 調 理 済 食 品

ド ラ イ ベ ー コ ン

そ の 他 肉 類 及 び 肉 加 工 品

合 鴨 ロ ー ス

品　　　　　　　名



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

３５０ kg ３枚おろしとし、重量はその都度指示

３５４ kg ３枚おろしとし、重量はその都度指示

３５６ kg ３枚おろしとし、重量はその都度指示

３５７ kg 1kg袋冷凍品、かのこの切れ目入り

３５８ kg 皮むきいかを長さ3cm、幅1cmの短冊に切ったもの

３６２ kg ３枚おろしとし、重量はその都度指示

Ｉ　魚介類

　１　共通規格

   (1)　魚介類共通規格

  　  ア  鮮度良好で、異臭のないもの

  　  イ　検収時は正味量で、水および氷を除くこと。

  　  ウ　食材をおさめる容器は、清潔なものを使用すること。

  　  エ　油やけしていないこと。

  　  オ　冷凍加工品については納入時賞味期限が６ヶ月以上あるもので、銘柄、等級、賞味期限、製造業者名を表示すること。

  　  カ　フィレについては、腹骨を抜いたものとする。

   (2)  鮮魚共通規格

  　  ア　鮮度良好で、外観表面は光沢を有し、鱗が固着していること （鮮度良好とは、生食可能な状態をいう）。

  　  イ　眼球が突き出していて、張りがあり、角膜が透明であること。

  　  ウ　大きさは一様に揃い、外観上異常がないこと。

   (3)　冷凍魚共通規格

  　  ア　充分凍結し、新鮮な光沢を有し、眼球が突き出したもので、角膜が透明であること。

  　  イ　鱗が甚だしく脱落していないこと。

  　  ウ　解凍後、鮮魚と同様の状態になること。

  　  エ　急速冷凍であり、凍りや冷凍庫やけ等のないもの

  　  オ　腹切れ及び身切れ、雑物の混入がないもの

   (4)　切身共通規格

  　  ア　外観上、形がほぼ揃っていること。

  　  イ　かま及び背びれ、胸びれ、腹骨の部分を除くこと。

  　  ウ　真空パック不可（但し、４１０の(1)については真空パック可とする。）

   (5)　塩干魚共通規格

  　  ア　新鮮な魚を原料としていること。

  　  イ　包装が確実で、製造業者名を明記してあるもの

  　  ウ　異味及び異臭、油やけ、かび、虫害等のないもの

  　  エ　大きさが一様に揃ったもの

   (6)　骨なし魚共通規格

  　  ア　個包装、袋の中に仕切りがあるものは不可

  　  イ　業務用包装であること。

品　　　　　　　名

赤 魚 切 り 身

３５１ 赤 魚 粕 漬 切 り 身 kg

・３枚おろしとし、重量はその都度指示
・良質の酒粕を用い２～３日漬け込み、食味良好なもの
・粕を除く重量とする。
・冷蔵または、半解凍にて納品すること。

３５２ さ わ ら 西 京 漬 kg

・３枚おろしとし、重量はその都度指示
・食味良好なもの
・味噌を除く重量とする。
・冷蔵または、半解凍にて納品すること。

３５３ 鰺 切 り 身

(1) 骨 な し 開 き

kg

・１枚60g程度
・フライ用に開いたもの

(2) そ の 他
・３枚おろしとし、重量はその都度指示
・腹骨抜きとする。

ひ ら ま さ 切 り 身

３５５ 冷 凍 あ さ り む き 身 kg

・あさりの中身をとり、むき身にしたものでボイル済
・Ｍサイズ以上
・業者名、賞味期限を示したもの
・業務用、ＩＱＦ

す ず き 切 り 身

い か か の こ

た ん ざ く い か

３５９ 輪 切 い か kg
・皮むきしたもの
・するめいか又は赤いか使用
・幅1cm程度

２２

３６０ い か そ う め ん kg

・刺身用に処理し、機械で千切りにしたもの
・業務用冷凍品
・500g又は1kg入
・食品トレーに斉一に並んでいて、解凍後崩さずに配食できるもの

３６１ め ろ 切 身 kg
・適度な脂があるもの
・重量はその都度指示

目 鯛 切 り 身



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) 生

(2) 冷 凍

(1) 生

(2) 冷 凍

(1) 生

(2) 冷 凍

(1)

・1切20g基準

・魚体の尾部分が入っても可

(1) 生

(2) 冷 凍

３７７ kg １尾20g程度

(2) サーモン 業務用袋入、さく取り、真空冷凍

(1) 生

(2) 冷 凍

・1切20g基準

・魚体の尾部分が入っても可

(1) さくどり

骨 な し

kg

味 付 た こ kg

切 り 身

kg

品　　　　　　　名

３６３ まかじき切り身

kg

・３枚おろしを切身にしたもの血合抜き
・めかじきは、１切当たり１割程度であれば血合が混ざっていても可
・重量はその都度指示、大きさを揃えること。
・切身の厚さは1.5cm程度、重量はその都度指示３６４ めかじき切り身

３６５ 鰹 切 り 身 kg
・本鰹で１尾1.5kg以上のものを使用
・切身は３枚おろしで、重量はその都度指示

３６６ 鮪 味 噌 漬 kg

・味噌を除く重量とする。
・冷凍不可
・食味良好なもの
・切身の厚さは1.5cm程度、重量はその都度指示

３６７ 鮪 粕 漬 kg

・粕を除く重量とする。
・冷凍不可
・食味良好なもの
・切身の厚さは1.5cm程度、重量はその都度指示

３６８ さ ば み り ん 干 kg
・１枚120g程度
・調味料、ごま等風味良好品
・基本は解凍、季節により冷凍の場合あり。

３６９ か れ い 切 り 身 kg
・浅羽、赤、白、黄金、マコとする。
・切身は筒ぎりとし、重量はその都度指示

３７０ 鮭

フ ィ レ

kg
・(1)は1～1.5kg程度、基本は解凍、季節により冷凍の場合あり
・(2)は１尾2kg程度の北洋産を３枚おろしとしたもの
・秋鮭、銀鮭、紅鮭のいずれかを基準とし、重量はその都度指示(2) 切 り 身

・１尾500g以上の真さばを3枚おろしの切身とし、重量はその都度指示
・塩漬けは不可

３７２ さ わ ら 切 り 身 kg
・本鰆又はさごし
・３枚おろしにしたもの
・重量はその都度指示

(1)

３７１ 鯖

(3)

３７３ 秋 刀 魚 kg
・(1)は水氷に入れる
・重量はその都度指示

３７４ 鯛 kg
・鱗及び内臓を除いたもの
・200g程度
・さくら鯛又は真鯛で、粒ぞろいのもの

３７６ 冷 凍 た こ kg
・真だことする。
・１匹1kg程度を使用し、１ｃｍ程度のぶつ切りにしたもの　
・胴体、足等混合可

・有害色素を使用せず、どぎつい着色でないこと。
・１匹700g程度のたこを使用し、１ｃｍ程度のぶつ切りにしたもの　
・胴体、足等混合可

３７５

３７８ 鱈

(1) フ ィ レ

kg

は ま ち
kg

３８０ ぶ り 切 り 身

(3)

・業務用元詰品（血合い入不可）　
・あらびきタイプ
・納入時消費期限１日以上あるもの

kg

・真鱈であること。
・(1)は1kg以上、基本は解凍、季節により冷凍の場合あり。
・(2)は重量はその都度指示(2) 切 り 身

３７９ 刺 身 用 魚

３８２ 刺 身 用 鮪 kg
・めばちまぐろとし、その都度指示
・(1)厚さ1.5cm～2cm、幅5～6cm、長さ16～18cm程度
・(2)は2cm角程度、形の整っているもの(2) ぶつ切り

(2) 骨 な し 切 り 身

・塩味がどぎつくないもの　
・重量はその都度指示

１尾7kg程度以上のものを１枚おろしとし、重量はその都度指示

塩 鯖 切 り 身

(1)
・当日さく取りのもの
・血合いを完全に除いたもの
・４つ割り

わ か さ ぎ

３８１ ね ぎ と ろ

２３



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1)

(2)

３８７ kg 500g以上のフィレを使用し、重量はその都度指示

(1) 生

(2) 冷 凍

(2) その都度指示 重量、内容等はその都度指示

(1)

(3)

(4) その都度指示 ・(4)は種類、内容等はその都度指示

３８３ 鮪
切 り 身

kg
・(1)は重量その都度指示
・(2)は2～3cm程度、形の整っているもの角 切 り

３８４ 寿 司 ね た 個

・種類、重量等はその都度指示
・３０枚パック入
・開き海老はボイルされたもの、１尾10～12g、真空パック品
・穴子はタレ付

３８５ む き え び

(1) むきえび

kg

・業務用冷凍品
・正味重量表示（1kgポリ袋入）
・付着している氷は少ないもの、ＩＱＦ
・(1)は61/70又はそれと同等のもので、大きさの揃っているもの
・(2)は51/60又は41/50、大きさの揃っているもの

３８６ 太 刀 魚 切 り 身

(1) 生

２４

kg
・800g～1.2kg程度のもので、150～160g程度の筒切り
・内臓を除く。

３８８ 鯖 文 化 干 kg

(2) 冷 凍 kg
・１切の重量60～120g程度で、その都度指示
・真空パックも可
・大きさが揃っているもの

メ ル ル ー サ 切 り 身

・頭と尾を除いたもの
・１枚130g程度

３８９ 開 き 干 あ じ kg
・真あじ、むろあじのどちらでも可
・エラを除き、塩を振ったもの
・１尾130g程度

３９０ kg

丸干し

(2)
骨 な し
フィーレ

３９１ 桜 え び kg 着色が過度でないもの

・国産、三枚おろし済　
・１枚40～45g程度

(2) パック入

・１袋100gボイリングパック、串付は不可
・納入時賞味期限３ヶ月以上、業者名表示
・肉厚く、焼色適度にして、味良好なもの
・タレ、さんしょう付（小袋タイプ）
・産地はその都度指示

長　焼

kg

(3) 刻　み

・冷凍真空パック、1kg袋入
・納入時賞味期限３ヶ月以上、業者名表示
・肉厚く、焼色適度にして、味良好なもの
・産地はその都度指示

３９３ 刻 み 穴 子 kg
・国産又は台湾産
・1kg袋、真空冷凍ボイリングパック
・味付け済み

３９２ う な ぎ 蒲 焼

(1)

・活魚の頭骨を除き、開いたもの
・２回以上タレをつけて焼き上げたもの
・１枚の重量180g程度
・納入時賞味期限３ヶ月以上、冷凍焼けのないもの
・産地はその都度指示

３９４ 花 か つ お kg
・納入時賞味期限３ヶ月以上
・糸けずり、100g包装

３９５ さ ん ま
(1) 開 き 干 kg

・頭と尾を除いた状態で1尾60g程度
・原則は解凍して納品（季節により冷凍の場合あり。）

そ の 他 加 工 品

３９６ し ら す 干 kg

・中型の粒揃いのもの
・釜揚げとし、異味異臭なく夾雑物の混入がないもの
・冷凍品、冷蔵品のどちらも可
・小袋不可

３９７ た ら こ kg
・着色が過度でないもの
・１等中、片腹20g程度
・銘柄、等級、製造業者名表示

３９８ 明 太 子 kg
・１等中、片腹25g程度
・銘柄、等級、製造業者名表示

業 務 用 た ら こ
・内容量500g又は1kg入
・冷凍品又は冷蔵品（加熱品不可）
・ペースト状であること。（フレーク状は不可）
・(3)は中心部まで完全に加熱されているブロック状たらこ

(2) 業 務 用 明 太 子

焼 き た ら こ

kg

そ の 他 魚 卵

３９９ 調味魚卵

(2)
大 む き
え び

品　　　　　　　名

い わ し 丸 干 し

(1)
・１尾70g程度、バラ
・表皮青白色で腹破損していないもの



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) 切 り 身 重量はその都度指示

４０８ kg 加熱済み業務用包装、味及び重量等はその都度指示

(1)

(2)

(3)

４１１ kg 業務用包装、乾燥良好なもの

(1)

(2)

(3)

４００ い く ら し ょ う ゆ 漬 kg
・鮮度、風味良好なもの
・冷凍品または冷蔵品(冷凍品の場合は解凍して納品）
・業務用包装

加熱済
・ボイリングパック
・１袋20尾入基準

４０１ ほ っ け 切 り 身 kg
(2)

み り ん
干 し

・１枚100g程度
・調味料及びごま等が風味良好なもの

小

kg

・ＩＱＦ
・(1)は5g程度
・(2)は重量その都度指示
　※1kg当たりの目安となる個数は以下のとおり。
　　Ｓ：31個～35個　Ｍ：26個～30個　Ｌ：21個～25個

４０２ 子持ちししゃも

(1) 冷　凍

kg

・１尾15～20g程度
・バラ納品

(2)

(2) 大

４０４ ち り め ん じ ゃ こ kg
・乾燥良好なもの
・1kg程度の業務用包装

４０３

(1)

kg
・ＩＱＦ
・いか、あさり、えび等がバランスよく混ざった業務用冷凍品

４０６ 味 付 数 の 子 kg
・500g程度
・元詰め品
・折れているものも可

・内容及び量、味付等はその都度指示
・業務用ボイリングパック

４０７ 甘 え び kg
・刺身用皮むき
・業務用包装で、食品トレーに斉一に並んでいる尾付えび
・サイズ等はその都度指示

い か ス テ ー キ

kg
・皮なしパンガシウス
・重量等はその都度指示

バ サ

そ の 他

・３枚おろしとし、重量はその都度指示
・真空パック不可

魚 切 り 身

４１０ 骨なし魚

(1) 生 魚 切 り 身
袋

又は
kg

・内容及び量、味付等はその都度指示
・凍ったまま調理できるもの、真空パックも可

(2)
味 付 済 み
ボ イ リ ン グ 魚

２５

内容及び量等はその都度指示

・業務用冷凍品
・形の揃っていて、大きさが均一であること
・内容及びグラム数、味付等はその都度指示

(5) 加熱済レトルト品

その
都度
指示

生 食 用 魚 介 類

(1)以外の魚介類

４１２ kg

４０５ シ ー フ ー ド ミ ッ ク ス

ほ た て 貝 柱

４１３
その他魚

介類

品　　　　　　　名

(4)
ボ イ リ ン グ
パ ッ ク
魚 切 り 身

kg

４０９

干 し え び

ほ き 切 り 身

・常温保存可能品
・納品時賞味期限６ヶ月以上
・内容及び量等はその都度指示

切 り 身

角 切 り



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1)

(2)

(4)

(5)

(1) (1)は、表面が平らで気孔のないもの

４２９ kg １個30～35g程度、解凍して納入

４３１ kg 椀種用

４３３ 本 １本70～80g程度とし、１本ごとに完全包装であること

４３４ 本 １本750g程度とし、１本ごとに完全包装されているもの

(1)

(2)

(3)

４３９ その都度指示 種類、内容等はその都度指示

Ｊ　練製品類

　　共通規格

  １　ＪＡＳ規格合格品

  ２　新鮮な原料を用いたもの

  ３　清潔な容器を使用すること

  ４　製造会社名、賞味期限が明示されていること

  ５　１品につき、同一銘柄であること

  ６　弾力性に富み、異味、異臭、ねとを認めないもの

  ７　納入時賞味期限６日以上のもの

品　　　　　　　名

冷凍品は解凍して納品
(1)は、小板１枚200～230g
(2)は、１枚25～30g程度
(3)は、１本35g程度
(4)は、１本15～20g程度
(5)は、模様はその都度指示

笹 か ま ぼ こ

(3) チーズかまぼこ 本

か に か ま ぼ こ
kg

飾 り か ま ぼ こ

は

ん

ぺ

ん

は ん ぺ ん

kg
(2) 紅 白 は ん ぺ ん

紅 白 か ま ぼ こ
kg

４２１

か

ま

ぼ

こ

・業務用冷凍品、納品時は半解凍で納品すること
・赤又はピンクに着色された球状のはんぺん及び白色球状はんぺんが、均一に混
合したもの
・直径は一粒1.5～2cm程度、できるだけ揃っているもの

４２３ だ て 巻 き kg
・練製品に鶏卵を適度に混ぜ、風味よく焼き上げたもの
・１本400g程度

４２２

４２４ 焼 竹 輪 kg
・急速冷凍品は納入時賞味期限３ヶ月以上のもので、鮮度良好なもの
・冷凍品は解凍して納品
・１本100g程度

４２５ 小 竹 輪 kg
・冷凍品は解凍して納品
・１本18g以上

４２６ な る と 巻 kg
・真空パック
・冷蔵品又は冷凍品（但し冷凍品の場合は、解凍して納品）

４２７ さ つ ま 揚 kg
・良質の植物油で揚げたもの
・冷蔵品又は冷凍品（冷凍品の場合は、解凍して納品）
・1kg程度の元詰め品

４２８ す り み 団 子 kg
・１個15～25g程度
・冷凍業務用
・味はその都度指示

ご ぼ う 巻

４３０ つ み れ kg
・いわしを主原料とし、すり身にしたもの
・１個当たり14～20g程度、業務用包装
・ペースト状は不可

紅 白 つ み れ

４３２ 竹 輪

(1) チ ー ズ 入 竹 輪

kg
・(1)は賽の目に切ったチーズを15％以上含んだもの
・(2)はサラミ入
・１個20g以上(2) サ ラ ミ 竹 輪

フ ィ ッ シ ュ ソ ー セ ー ジ

業 務 用 魚 肉 ソ ー セ ー ジ

４３５ か に 風 味 か ま ぼ こ kg
・フレーク状
・500g業務用包装

４３６ ち ぎ り

い か

kg
・20g程度
・解凍してそのまま食せるもの
・解凍して納入

枝 豆

ご ぼ う

４３７ 豆 腐 揚 kg
・魚類及び大豆を原料としたもの
・業務用包装
・50g程度冷蔵品

４３８ ソ フ ト い な り kg
・かに、チーズを原料としたもの
・60g程度冷凍品

２６

そ の 他 練 製 品 及 び 魚 加 工 品



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) 赤

(2) 黄

５０５ kg 茎及び葉がやわらかいもの

(2) 冷 凍 ＩＱＦ、500g袋入　厚さ3～4mmにカットされているもの

５０７ 枚 緑色鮮やかで、適度の柔らかさを備えたもの

(3) 冷凍裏ごし 着色の濃くない物、業務用包装

(1) キ ャ ベ ツ

(2) 紫キャベツ

(3) 芽キャベツ

Ｋ　野菜類

　１　生野菜

　    共通規格

    (1) 品質固有の色彩、形状を有し、大きさが一様に揃っており、香味および風味良好で、異味及び異臭のないもの

  　(2) 鮮度良好であること。

    (3) 病害虫及び外傷等がないこと。

    (4) 土砂及びその他夾雑物がないこと

    (5) 水切りの完全なもの

    (6) 検量時包装用縄等は除く。

    (7)「とう」の立ったものは不可

  　(8) 枯葉、虫食い等の不可食部分を除く。

　２　冷凍野菜

　    共通規格

  　(1) 鮮度良好な野菜を加工したもので、品質に優れているもの

  　(2) 異品種及び異物の混入がなく、急速冷凍されたもので、解凍後生の野菜と同等の鮮度があること

  　(3) 冷凍食品規格とし、納入時賞味期限６ヶ月以上あるもの

品　　　　　　　名

５０１ 小 松 菜

(1) 生

kg

・生育良好で肥えた茎及び花茎のないもの
・不揃いは除く。

(2) 冷 凍
・500g又は1kg袋カット品、ＩＱＦ
・カットした長さが5～7cm程度

５０２ う ど kg
・Ｌ又は２Ｌサイズ
・軟白うど（東京うど）とする。

５０３ パ プ リ カ kg
・適度に熟したもので皮が堅くないもの
・バラ詰

５０４ え の き kg
・かさが揃ったもので白く傷のないもの
・Ａ　級
・小袋入

万 能 葱

５０６ オ ク ラ
(1) 生

kg

・緑色濃く、細毛が密生し筋がはっきりした先のとがったもの
・Ａ級　Мサイズ
・個包装不可

大 葉

５０８ か い わ れ 大 根 kg
・軟白部分が柔らかくみずみずしいもの
・バラ詰
・根元のスポンジ部分をつけた状態での納品とする。

５０９ 桂 大 根 （ つ ま ） kg
・新鮮で、良質な大根を、白髪切りし水にさらしたもの
・検量時は漬水分を除く。

５１０ か ぶ

(1) 葉 付

kg

(2) か ぶ 玉

(1) 生
・よく完熟したもの
・Мサイズ以上

・皮はだのきれいなもの
・「ス」入り病虫害裂根を除く。
・Мサイズ以上の粒揃いで、よく水洗いしたもの
・(2)は茎・葉及びひげ根を除く。

kg
(2) 冷 凍

・業務用包装、1kg又は500g入
・種類、内容等はその都度指示

５１２ カ リ フ ラ ワ ー

(1) 生

kg

・花が純白で堅くしまり、外葉６枚以内とし花蕾から5cm上部を切揃える。
・根切りのもの
・Мサイズ以上

(2) 冷 凍
・500g又は1kg袋入り、業務用包装
・小房分けしたもの

５１３ キ ャ ベ ツ kg
・抱合完全で、枯葉・鬼葉及び根部を除いたもの
・(1)はＬ級以上
・芽球がきれいな緑色で丸く、良くまきこんで張りの良いもの

２７

か ぼ ち ゃ５１１



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

５１５ kg 張りと艶がありみずみずしいもの

５２４ kg 葉茎とも柔らかく、伸びすぎていないもので、根部を除去し、水洗いしたもの

５２６ kg 茎が十分に軟白されていて苦みが強くないもの

(1) 皮 つ き

(2) 皮 な し

(3) 紫 玉 葱

品　　　　　　　名

５１４ 胡 瓜 kg
・Ａ級、Мサイズ以上
・曲がりのあるものは不可

ト レ ビ ス

５１６
グ リ ー ン
ア ス パ ラ ガ ス

(1) 生

kg

・濃い緑色を呈し、先端が堅くしまった鱗片の生き生きした新鮮なもの
・筋っぽいもの、変色したものは不可
・(1)は秀のМサイズ
・(2)はМサイズ、元詰品、紙箱不可
・(2)は500g又は1kg袋入

(2) 冷 凍

５１７ ご ぼ う kg

・洗いごぼうとする。
・葉首から切断し、切口1.5cm程度、極端に太いものは除く。
・皮部に傷荒れ等がなく、肉質が柔らかく「ス」「とう」のあるものは除く。
・長さ50cm以上

５１８ 切 り ご ぼ う kg
・新鮮なものを原料としたもの
・皮をよく剥ぎ、縦割りし千切としよくさらし水抜きをしたもの
・1kgの真空パック

５１９ ク レ ソ ン kg
・葉大きく傷みなく、芳香十分なもの
・花の咲いたものは不可

５２０ さ や い ん げ ん

(1) 生

kg
・星のないケンタッキー又はサーベルで柔らかさが適度で、緑色豊かなもの
・すじを取り除いたもの
・(2)は500g袋入(2) 冷 凍

５２１ サ ラ ダ 菜 kg
・緑色濃厚にて葉部が柔らかいもの
・根切り葉ずれ枯葉等のない、球の揃ったもの

５２２ し し と う kg
・濃い緑色を呈し、形状の良い柔らかいもの
・Ｍサイズ
・個包装不可

５２３ し め じ kg
・柄が太くて短いもの
・特有の香りと色沢を呈し夾雑物の混入を認めないもの

春 菊

５２５ セ ロ リ kg
・茎が太く（肉厚）長く香りの良いもの
・淡緑色で繊維の柔らかいもの
・Ｍサイズ以上

エ ン ダ イ ブ

５２７ そ ら ま め kg
・色沢良好にして成熟度適当なもの
・皮をむいたもの

５２８ 大 根 kg
・葉、茎を除き水洗いしたもの
・大きさが揃い、１本800g以上とする。
・「ス」入り、割れあるものは除く。

５２９ た け の こ kg
・鮮度の良いもので、もうそう竹とする。
・１本長さ20cm以上35cm以下のもの
・根本部の不可食部分を除いたもの

５３０ 玉 葱 kg
・結球良好で発芽していないもの
・Ｌ又は２Ｌとする。
・(2)は(1)の皮をむいたもの

５３１ ち ん げ ん 菜 kg
・鮮度良好な国産品
・個包装不可

５３２ と う も ろ こ し kg
・１本あたりの重量目安；７月は300～350g、８月は400～450g程度で粒揃いのもの
・鳥害及び先端のしなびたものを除く。
・皮なし

５３３ ト マ ト kg
・未熟、過熟、割れ、病虫害のないもの
・１個の大きさはМサイズとする。

５３４ プ チ ト マ ト kg
・熟度適当
・１個10g程度で、不揃いのものを除く。

２８

５３５ な す kg
・種子少なく、ひび割れのない皮の柔らかいもの
・熟度良好で光沢のあるもの
・Ｂ級以上、Мサイズ以上



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

５４５ kg 香り強く鮮やかな緑色を呈し、葉先のよく縮れているもの

緑色単体又は３色混合ピーマンのどちらかで、内容はその都度示す

業務用包装

・種を取り除き、細切りにした緑色のピーマン

５４９ kg 緑色鮮やかで、みずみずしく柔らかいもの

(2) みょうがたけ

品　　　　　　　名

５３６ 長 葱

(1) 生

kg

・白身の部分は、全体の２／３程度以上
・根付きとし、ねぎ坊主がなく良く水洗いしたもの
・国　産

(2) 冷 凍
・業務用包装
・種類、内容等はその都度指示

５３７ 生 椎 茸 kg

・Ａ級、Мサイズ
・形状及び色沢良好で芳香良好なもの
・病虫害や夾雑物を除く。
・バラ詰

５３８ に ら kg
・葉肉厚く、艶があり柔らかいもの
・根本より切り取り水洗いしたもの

５３９ 人 参 kg
・水洗いしたもので、ひげ根・肌あれのないもの
・色濃く鮮やかで特に「ス」の入っていないもの
・国産、Ｌサイズ以上

５４０ に ん に く kg
・病虫害なく、土砂の付着していない乾燥したもの
・結球が大きく、鱗片の少ない（６片くらい）もの

５４１ に ん に く の 芽 kg
・特有の緑色を呈し、かつ、みずみずしいもの
・太さ一様のもの

５４２ 根 生 姜 kg
・皮に「しわ」、「カビ」等が認められないもの
・良く水洗いしたもので土砂及び発芽のないもの
・大生姜の囲いとする。

パ セ リ

５４３ 白 菜 kg

５４７ ブ ロ ッ コ リ ー

(1) 生

kg
・花及び蕾が濃緑色で堅く締まった香りの良い新鮮なもの
・(1)は茎の部分10cm程度
・(2)は500g又は1kg袋入、ＩＱＦ、業務用包装（箱入り不可）で崩れていないもの(2) 冷 凍

５４８ ほ う れ ん 草

(1) 生

kg

・生育良好で肥えた茎及び花茎のないもの
・不揃いは除く。
・(1)は個包装不可
・(2)はカット品、500g又は1kg袋入、ＩＱＦ(2) 冷 凍

み つ ば

５５０ み ょ う が
(1) 花みょうが

kg

(1) 緑 豆 ・(1)は、原料が緑豆で、芽の長さは概ね5cm程度
・(2)は、大豆を原料としたもので長さ7cm以下
・真空包装
・業務用1kg袋以上(2) 大 豆

(3)アルファルファ

・鮮やかな赤色又は橙色、黄色を呈し、品質・形状の良い柔らかいもの
・バラ詰め
・Мサイズ以上

(2)
(1)以外の
カ ラ ー
ピーマン

(1) 生
・濃い緑色を呈し、品質・形状の良い柔らかいもの
・バラ詰め
・Мサイズ以上

・抱合完全で、枯葉なく根部を除いたもの
・Мサイズ以上

葉 生 姜 kg
・長さ15cm以内で、良く水洗いしたもの
・肉質柔らかく、繊維の少ないもの

kg

(3) 冷 凍

２９

・(1)は紅をさした光沢のある身の締まったもので、充分に水洗いした蕾の
　開かないもの
・(2)は赤みを帯び、折れがなく柔らかいもの
・個包装不可

５５１

・別名「糸もやし」
・業務用包装

も や し

５４４

ピ ー マ ン

kg

・種を取り除き、細切りにした赤色、黄色、緑色のピーマンがバランスよく配合され
たもの

５４６



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) レ タ ス

(2) リーフレタス

(3) サ ニ ー

業務用包装

(1) 薄 め 厚さ1～2mmスライス済み

(2) 厚 め 厚さ1cm程度スライス済み

(3) 乱 切 り １個当たり7～8gカット済み

５５６ kg 鮮度良好でバラ詰めのもの

５５７

５５８

(1) さ や 付

(2) む き 豆

５６５ kg 業務用包装、茹で物、筋っぽくないもの

５６７ kg 1kg袋包装

(1) 生 鮮度良好なＬサイズ以上

(2) 冷 凍 500g又は1kg包装、ＩＱＦ

業務用冷凍品　ＩＱＦ又はＩＱＦ同等品

(1) 賽の目切りの人参及びコーン、グリーンピースをバランスよく配合したもの

(2) さつま芋、赤パプリカ、ヤングコーン、ズッキーニ、蓮根をバランスよく配合したもの

(3) ブロッコリー、カリフラワー、人参をバランスよく配合したもの

(4) その都度指示 内容、量等はその都度指示

５７３ kg 1kg袋

・緑色鮮やかで、みずみずしく柔らかいもの

・Ｌ又は２Ｌサイズ

(1) 生

(2) 冷 凍

(3) 乾 燥

５７７ その都度指示 内容、量等はその都度指示

kg５７５ ズ ッ キ ー ニ

kg
・色鮮やかで形の丸く、傷や割れのない形揃いのもの
・葉及びひげ根を除き水洗いしたもの
・２Ｌサイズ

kg
・抱合完全で、枯葉・鬼葉及び根部を除いたもの
・(1)、(2)はМサイズ以上
・(3)はＬサイズ

kg

５５５ ふ き 水 煮 kg
・１個の長さが4～5cm程度で、カット済みの業務用包装
・水を除いて、固形量が1kgのもの

５５４

５５３ レ タ ス

５６０ 冷 凍 さ や え ん ど う kg

５６２ 冷 凍 モ ロ ヘ イ ヤ kg

ぜ ん ま い の 水 煮

・大粒の物
・業務用包装（但し、紙箱は不可）

・形状色彩良好で、すじのないもの
・業務用包装

５６１ 冷 凍 枝 豆 kg 500g又は1kgの元詰品

５５９ 冷 凍 グ リ ー ン ピ ー ス kg

・カット品
・500g袋入

５６３ エ リ ン ギ kg
・傷みのない風味良好なもの
・バラ詰
・根切りであること

５６４ せ り kg
・新鮮で色鮮やかなもの
・根付き（1cm程度）

・１束200～250g
・開花直前の蕾

ゴ ー ヤ kg

５６８ た ら の 芽 kg

わ ら び

ア ル フ ァ ル フ ァ も や し

・水煮
・1kg包装（うち固形量は800g程度）

・水煮
・1kg包装（うち固形量は1000g）

kg
さ つ ま 芋 入

５７１

５６６ 菜 の 花 kg

kg５６９

５７２

ミックスベジタブル

欠 番

５７０ ビ ー ツ kg
・5～10kg梱包
・鮮度良好なもの

ま い 茸

欠 番

共 通 規 格

カ ッ ト 済 野 菜

そ の 他 野 菜 類 内容、量等はその都度指示
その都度

指示

冷 凍 ホ ー ル コ ー ン

５ ７ ２ 共 通 規 格

ブロッコリーミックス

冷凍
ミックス

野菜

kg５７４ 水 菜

５５２

品　　　　　　　名

ラ デ ィ ッ シ ュ

５７６

・緑色鮮やかで、みずみずしく柔らかいもの
・葉の先端部分がしおれているものは不可
・夾雑物なし

そ の 他

３０

れ ん こ ん 水 煮



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) 生

(2) 常 温

(3) 冷 凍

こんにゃ
く

６０１

糸 こ ん に ゃ く

玉

し ら た き

こ ん に ゃ く

６０８ ホ ー ル ポ テ ト kg
・業務用　急速冷凍品
・皮なし
・Ｓサイズ

６０６ 長 芋

(1) 生

kg

・Lサイズ以上　９～４月は真空パック
・５～８月はおがくずなしで納入、折れても可

６１０ そ の 他 芋 類
その都度

指示
内容、量等はその都度指示

３１

６０５ 冷 凍 大 和 芋 kg
・1kg包装
・国　産

６０３ 里 芋

(1)

フ レ ン チ ポ テ ト

結 び 白 滝

６０４ じ ゃ が い も

そうめんこんにゃ
く

６０９ 冷 凍 中 華 ポ テ ト

６０２

さ し み

kg

・異味、異臭、あく味、夾雑物のない国産品
・重量は固形量
・(1)は１個500g程度
・(2)はこんにゃくを突いたもの
・(3)は青のり入り、スライスカット済み
・(4)は１個の重量が15～20g程度、検量時漬水は除く。
・(5)は１個25～30g程度
・(6)は１個30～40g程度
・(7)は青のり入りの生食用こんにゃく
・業務用容器入(段ボールによる納品は不可）

・業務用　急速冷凍品
・切れ端を除く
・納入時賞味期限３ヶ月以上
・ストレート、クリンクル又はナチュラルカットの指定については
その都度指示

kg

・業務用冷凍品1kg袋詰又は500g袋詰の国産
・納品時、同一メーカーで納品すること。
・種類（ペースト又はカット方法等）はその都度指示

Ｌ　野菜類（芋類）

(2)

・農林系で繊維の少ないもの
・Ｌサイズ
・水洗いしてあり、変質、発芽等のないもの

(2) 冷 凍

冷　凍

・業務用包装　
・油で揚げたさつま芋に糖蜜を絡めた中華風菓子
・ごまの有無は不問

kg

洗　い

kg

・小芋、新芋、糸芋を含まないこと。
・焼け、緑化等を含まないこと。
・(1)はＭ～２Ｌサイズ以上、皮むき済
・(2)はＳサイズ

kg

・発芽していないもの
・Ｌ又は２Ｌサイズとする。
・表面にしわや傷等がないもの
・国　産
・品種は男爵、メークイン、新じゃがのいずれかで、統一して納入

６０７

品　　　　　　　名

さ つ ま い も kg



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) グリーン

(2) ゴールド

М　果実類

  　共通規格

  １　粒が一様に揃っていること。

  ２　未熟及び過熟がなく、適度に成熟していること。

  ３　鮮度が良好であること。

  ４　品質特有の芳香を有し、風味良好であること。

  ５　検量時緩衝材を除く。

  ６　障害、薬害、病虫害、荷傷等の被害果実が混入していないこと。

品　　　　　　　名

６５１ 甘 夏 み か ん kg
・秀のＬサイズ
・重く、へたのしっかりしたもの
・甘みのもの

６５２ い ち ご kg
・Ｌサイズ又は２Ｌサイズ
・粒揃い
・熟度適度で、甘味が十分なもの

６５３ い よ か ん kg
・優以上のＬサイズ
・重く、へたのしっかりしたもの

６５４ オ レ ン ジ kg
・果皮がきめこまかく、水分が十分にあるもの
・へその大きなもの
・サイズはその都度指示

６５５ 柿 kg
・色鮮やかで渋みのないもの
・Мサイズ

６５６ kg
・傷当たりのないもの
・１個100g程度

６５７ グレープフルーツ

(1) ホワイト

kg

・表皮が滑らかで艶があり水分の多いもの
・１個400g程度
・(1)の果皮は黄白色から黄色、果肉は白みがかった薄黄色又は黄色
・(2)の果皮は黄色からオレンジ色、果肉は赤みがかったピンク色(2) ル ビ ー

６５８ さ く ら ん ぼ kg
・国内産（佐藤錦、ナポレオン、高砂等）
・Мサイズ

６５９ す い か kg
・熟度が適度であり甘みが十分で割れ、傷のないもの
・１個6kg位のもの

６６０ 梨 kg
・熟度、水分十分なもの
・優以上のＬサイズ
・９月上旬～中旬は幸水（250g程度）、９月中旬～下旬は豊水（400g程度）

６６１ ネ ッ ト メ ロ ン kg
・特有の色調と網目を呈しているもの
・甘み強く芳香のあるもの
・優以上のＬサイズ又は２Ｌサイズ

６６２ バ ナ ナ kg
・青味がなく黄金色のもの
・１本150～170g程度で大きさの揃っているもの

６６３ ぶ ど う kg
・優以上
・種類及び重量等はその都度指示

６６４ プ ラ ム kg
・実がみずみずしいもの
・Мサイズ

６６５ ア メ リ カ ン チ ェ リ ー kg
・粒揃い
・Мサイズ

６６６ み か ん kg
・秀のМ又はＬサイズ
・果皮柔らかく色鮮やかで甘味十分なもの

６６７ も も kg
・秀のМサイズ
・熟度良好で、皮に傷がなく香りのよい肉質の柔らかいもの

kg
・皮に傷がなく、しなびていないこと。
・１個100g以上

６６９ り ん ご kg
・肌のきれいなもので、品種はその時期出回っているもの
・１ケース40玉入

kg
・形状良好
・Мサイズ

キウイフルーツ

３２

レ モ ン

６６８ ゆ ず

６７０



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

６７６ kg 種類、重量等はその都度指示そ の 他 果 実

３３

６７１ カ ッ ト フ ル ー ツ kg
・形状良好
・サイズ、種類等はその都度指示

６７２ ソ ル ダ ム kg
・形状良好
・優以上のＬサイズ

・形状良好
・Ｌサイズ又は２Ｌサイズ

kgデ コ ポ ン

・形状良好
・Мサイズ

６７４

kg

品　　　　　　　名

６７３ 巨 峰

６７５ kgし ら ぬ い （ 不 知 火 ）
・形状良好
・Ｌサイズ～３Ｌサイズ



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

７０１ kg 大豆もやしを原料とし胡麻油、唐辛子粉、醤油等を合わせた調味液に漬けたもの

７０９ kg わらび、蕗、細竹、たらの芽等を混ぜ合わせて漬けたもの

７１１ kg 筋なく味が内部まで良く浸透したものでスライスしたもの

(1) 沢 庵 漬

(2) し そ 味

(3) かつお味

７１４ kg 大根を原料とし、醤油その他調味液に漬け風味歯切れ良好なもの

７１６ kg 一口茄子を原料とし、辛子粉、麹水飴が適度に配合されたもの

Ｎ　漬物類

　　共通規格

　１　品質良好な原料を用いた味及び風味良好なもの

　２　漬け上がりが適度で固有の香味を有し、かび臭、苦味、異味がなく歯切れがよいもの

　３　固有の色を有し、着色料は食品衛生法に基づくもので、着色の強くないもの

　４　同一品種を材料とし、異品種等を混入しないこと。

　５　衛生的容器を使用していること。

　６　検量時、ぬか及び粕、味噌、漬汁等は除く。

　７　業務用包装

　８　納入時賞味期限３日以上、但しレトルト包装品は１ヶ月以上とする。

品　　　　　　　名

味 付 も や し

７０２ 梅 干 kg

・果肉の柔らかいもので、くずれは不可
・国内産　粒揃いのもの
・800g又は1kg容器入
・干上がり良好で型くずれないもので、Ｓサイズ
・着色過度なものは不可
・塩分適量
・納入時賞味期限６ヶ月以上

７０３ 大 阪 漬 kg
・病虫害「ス」の入らない大根を原料とし、大根95％、新鮮な大根葉５％を千切し
　混ぜ合わせ１２時間程度漬けたもの

kg
・極端な曲がりは避け、長さの揃ったもの
・ぬかの風味が良好なもので古漬け風

７０４ カ ッ パ 漬 kg
・胡瓜と生姜を醤油漬けしたもの
・漬汁10％以下
・青又は赤その都度指示

７０５ か ぶ ぬ か 漬 kg
・かぶはМサイズで「ス」の入らないもの、葉の長さは10cm程度
・風味良好な糠床を使用したもの

７１０ 胡 瓜 し ば 漬 kg
・胡瓜、しその葉、みょうが、生姜を主原料とし、５種類以上の野菜配合したもの
・香味、色と共に良好なもの
・1kg袋又は2kg袋入

７０６ キ ム チ も や し kg
・大豆もやしを主原料としたキムチ味の漬物
・500g又は1kg入

kg
・病虫害「ス」の入らないもの
・折損傷等ないもの
・１１月前後から新漬

７０８ 桜 大 根 漬 kg
・良質の大根を拍子木切にし甘酢に漬けたもの
・極度の着色は不可

山 菜 漬

kg
・新鮮で皮の柔らかい茄子を２～３日漬け込んだもの
・茄子特有の色を保っていること。
・浅漬け

な す 辛 子 漬

甘 酢 生 姜

７１２ 千 枚 漬 kg
・蕪を薄く輪切りにし昆布塩及びみりん、化学調味料、唐辛子等を用いて
漬けこんだもの
・特有の香りがあること。

７１３ 沢 庵 漬

・皮むきの大根を使用し（割りさいたものは不可）米麹漬したもので、味が内部まで
浸透したもの

７１７ 奈 良 漬 kg
・白瓜を使用し、２～３度酒粕で漬け替え酒粕の香りが強く内部まで浸透したもの
・瓜のサイズは揃ったもの

７１８ 野 沢 菜 漬 kg
・新鮮な野沢菜を塩漬（新漬け）したもので緑色鮮やかなもの
・着色不可

・大根・茄子・蓮根・なた豆・紫蘇の葉・生姜・胡麻等６種類以上を使用したもので
味付良好なもの
・業務用1kg袋
・納品時、重量は固形量

７２０ 白 菜 キ ム チ kg
・キムチの素を付着した即席風のものは不可とする
・カットされたもの

３４

７２２

７１５

kg

つ ぼ 漬

な す 漬

胡 瓜 ぬ か 漬

７２１ 福 神 漬 kg

・塩漬したもので、傷菜枯葉含まないもの
・カットされたもの７１９ 白 菜 漬 kg

７０７

べ っ た ら 漬



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

７２６ kg 胡瓜を主にした風味良好なもの

７２７ kg 野沢菜漬を細かく刻んだもので、生姜・ゴマ等を使用した風味良好なもの

７２８ kg 風味良好なもの

(1) し そ

(2) 味 噌 鰹

(3) 梅

長期間漬け込んだ物

７３２ kg 小なすを原料として、漬上がり良好なもの

７３３ kg 昆布入りで風味良好なもの

７３４ kg 高菜を油で炒めた風味良好なもの

７３５ kg 明太を使用し辛味があるもの

７３７ kg 胡瓜の古漬で風味良好なもの

７３８ kg 大きすぎたり葉の傷みのないもの

７３９ kg 色及び酸味良好品

７４１ kg 胡瓜や葉唐辛子を使用した風味良好品

７４２ kg キャベツを中心とし、胡瓜や人参が入って塩漬けしたもの

７４３ kg 1kg袋、醤油味

７４４ kg 1袋50本入700g程度、味付はその都度指示

７４５ kg きくらげを主体として風味良好なもの

７４６ kg 重量、内容等はその都度指示

ミ ッ ク ス 漬

共 通 規 格

７３０ にんにく醤油漬

・筋がなく味が内部まで浸透したもの
・納品時、重量は固形量

７２４ 楽 京 漬 kg
・小粒で形が揃った、甘味・酸味適度で歯切れのよいもの
・業務用1kg袋

７２５ わ さ び 漬 kg
・良質なわさびを使用した風味良好なもの
・500g又は1kg包装

胡 瓜 キ ム チ

つ ぼ 漬 山 菜

野 沢 菜 茶 漬

・味、風味良好なもの、浅漬風で大根のみを漬けたもの
・形状が極力揃っているカットされたもの

７２９ に ん に く 漬 kg 業務用包装

・納品時賞味期限10ヶ月以上
・固形量350g程度

(2)
ビニル袋

入
袋

・納品時賞味期限５ヶ月以上
・固形量500g（調味液含め700g程度）袋入

・スライス済み、風味良好なもの
・塩抜きせずに、漬物としてそのまま食せるもの

小 な す 漬

白 菜 松 前 漬

高 菜 油 炒

明 太 高 菜 ・ 野 沢 菜

大 根 漬

ね り 梅

３５

ス テ ー キ 銀 座

山 く ら げ 漬

は じ か み

kg
・丸又は半割
・塩　漬

醤 油 漬

高 菜 漬

７３１ 大 根 キ ム チ

７２３

そ の 他 漬 物

千 切 紅 生 姜

kg

kg

kg

き く ら げ 風 味

ザ ー サ イ 漬７４０

ビン入

７３６

(1) 個

品　　　　　　　名



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

８０２ kg 新鮮ないかを使用し、こうじの味がよくなれたもの

８０３ kg 昆布に辛子を混ぜたもの

８０４ kg 煮くずれ不可、照りのでたもの

８０５ kg 良質の昆布を干ぴょうで結んだ風味良好なもの

８０７ kg 形崩れなく油焼けのないもの

８０８ kg 昆布にたらこを均等にまぶしたもの

８０９ kg 甘味良好で異味異臭のないもの

８１０ kg 人工甘味料使用不可品

８１１ kg ピーナッツ入りの香ばしい味のするもの

８１２ kg 甘味良好で異味異臭のないもの

８１３ kg 若布を使用した風味良好なもの

８１４ kg 要冷蔵品　業務用包装

８１５ kg 要冷蔵品　業務用包装

８１６ kg 要冷蔵品　業務用包装

８１７ kg 要冷蔵品　業務用包装

８１８ kg 要冷蔵品　業務用包装

８１９ 要冷蔵品　業務用1kg包装

Ｏ　佃煮類

　　共通規格

　１　品質良好な原料を用いていること。

　２　固有の風味を有するもの

　３　着色料及び防腐剤等は食品衛生法に基づくものを使用し、着色の強くないもの

　４　風味良好品

　５　貯蔵できるもの

　６　衛生的容器を使用していること。

  ７　業務用梱包。製造会社元詰め品

　８　特に定めのない品目については、納入時賞味期限１ヶ月以上とする。

品　　　　　　　名

８０１ い か 塩 辛 kg
・新鮮ないかを原料とし特有の香りを有し、異味、異臭のないもの
・水分が少なく、こうじを含まないもの

こ う じ 塩 辛

辛 子 昆 布

黒 豆 甘 煮

昆 布 巻

８０６ 昆 布 佃 煮

わ さ び 紋 甲

黄 金 白 魚

明 太 子 紋 甲

kg
・ごま付きも可
・要冷蔵

田 作 り （ ご ま め ）

た ら こ 昆 布

桜 で ん ぶ

海 苔 佃 煮

中 華 く ら げ

子 持 め か ぶ

黄 金 紋 甲

８２０ め か ぶ と ろ ろ 個
・要冷蔵　１個30g程度
・フィルム等の包装を外してバラで納入

３６

・業務用包装、要冷蔵　
・中心部まで完全に加熱された昆布入り佃煮
・フレーク状は不可

ピ ー ナ ッ ツ 味 噌

く る み 甘 露 煮

若 布 磯 漬

焼 き た ら こ 佃 煮 kg８２１



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

・水出し用

・600g又は1kg業務用包装

・原材料国内産

Ｐ　飲物類

　　共通規格

  　納入時賞味期限５ヶ月以上のもの

品　　　　　　　名

３７

８５１ 麦 茶 kg

８５２ 玄 米 茶 kg
・業務用真空パック１kg包装
・ティーパック１袋2g程度

煎 茶８５３ kg
・業務用真空パック１kg包装
・ティーパック１袋2g程度



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

９０４ kg 種類、重量等その都度指示

(1) ﾃ ﾘ ﾔ ｷ 味

(2) 中 華 味

(3) そ の 他

９１３

(1) 小

(2) 大

　　共通規格

  １　新鮮な原料を使用したもの

  ２　食味良好で変質していないこと。

  ３　食品添加物は食品衛生法に定められたものを使用

  ４　業者名、製造年月日表示のこと。

  ５　納入時賞味期限３ヶ月以上のもの

  ６　冷凍品は再凍結品ではないもの

品　　　　　　　名

９０２ フライドチキン

(1) ド ラ ム

kg
・業務用冷凍品、サイとドラムが混ざったものは不可
・(1)は１個100g程度
・(2)は１個120g程度(2) サ イ

９０３ パ ン 粉 付 生 え び kg
・１尾65g程度（うち、えびは45g）
・前日製造、冷凍不可
・尻尾の尖り除去済み、尾はＶ字カットしてあるもの

プ レ フ ラ イ 加 工 品

９０５ 冷 凍 フ ラ イ kg
・パン粉等の衣が均一に付着しているもの
・種類及び重量等その都度指示

９０６ 冷 凍 天 ぷ ら kg
・衣が均一に付着しているもの
・種類、重量等その都度指示

９０７

・主原料は牛及び豚肉とする。
・ＪＡＳ表示品
・焼く等加熱処理したもの
・個包装不可
・(1)は内容、重量等はその都度指示
・(2)は120g×５個入、冷凍真空パック、納品時賞味期限が６ヶ月以上
・(3)は１個140g×５個入、ボイルタイプ不可

ハ ン バ ー グ

(1)

(2)

(3)

バ ラ

パック入

チ ー ズ 入
ハ ン バ ー

グ

kg

・１個15～25g程度
・冷凍業務用袋入
・(3)の味等は、その都度指示

９０８ 和 風 包 み 焼 き kg
・１個70g程度
・炒り豆腐をハンバーグ状に整形したもの

９０９ 豆 腐 ハ ン バ ー グ kg
・重量はその都度指示
・野菜、豆腐等を主原料とした業務用冷凍品

９１２ kg
・業務用冷凍品
・１個20～30g程度
・肉しゅうまい基準

９１０ ロ ー ル キ ャ ベ ツ kg
・冷凍品
・１個60g程度

９１１ タ レ 付 肉 団 子 kg

９１４ 肉 団 子 kg

欠　番

・固形量750g以上の業務用冷凍品、タレ等の味が付いていないもの
・(1)、(2)ともに、大きさはその都度指示

し ゅ う ま い

kg
・当日加熱したもの
・１個60～70g程度

９１６
(1) 焼 そ ば

kg
・肉野菜入りの調理済み冷凍食品
・1kg包装

kg
・冷凍品、１個25g程度
・(1)は餅入
・(2)は鳥肉及び野菜類等６種類以上(2) 五　目

３８

９１７
巾 着
（ 信 田 ）

(1) 餅

(2) ビ ー フ ン

９１５ 春 巻

Ｑ　調理加工食品類

・１個２８０ｇ
・ごぼう、いんげん、人参を鶏肉で巻き適度に味付したもの

９０１ 冷 凍 チ キ ン ロ ー ル 個



番号 単位 規　　　　　　　　　　格

(1) ポ テ ト

(2) ご ぼ う

(3) 蓮 根

(4) パンプキン

(5) そ の 他

９１９ kg 自然解凍可能品、1kg袋入

９２０ kg 1kg袋入

９２１ 個 種類、重量等その都度指示

９２２ 本 1ℓペットボトル

９２６ kg 冷凍1kg袋入、45～50個入

(1)
さ ぬ き
う ど ん

１袋1.25kg入：１玉250g×５玉入

(2) 中華そば １袋1kg入：１玉200g×５玉入

(3)
冷 や し 中
華 め ん

１袋1kg入：１玉200g×５玉入、流水解凍麺

(4) 冷 め ん １袋1kg入：１玉200g×５玉入、スープなし

(5)
ち ゃ ん ぽ
ん め ん

１袋1kg入：１玉200g×５玉入

(6) そ ば １袋1kg入：１玉200g×５玉入

(7)
そ の 他
冷 凍 麺

量及び内容等はその都度指示

焼きが可能なもの

１個20～24g、業務用包装

揚げ、煮が可能なもの

１個20～30g程度、業務用包装

９２９ 個 ・種類、重量等その都度指示納入時賞味期限７ヶ月以上

品　　　　　　　名

９２３ ペ ッ ト ボ ト ル 入 り 飲 料 個
・種類、重量その都度指示
・納入時賞味期限４ヶ月以上

９１８ 調 理 済 サ ラ ダ kg
・納入時賞味期限１４日以上
・業務用包装
・要冷蔵品

白 玉 餅

揚 玉

ゼ リ ー 飲 料

ク エ ン 酸 飲 料

９２４ 清 涼 飲 料 水 個
・紙パック入、ストロー付
・200mℓ又は250mℓ
・種類等その都度指示

３９

９２５ 菓 子 ( 耐 久 ） 個

９２７

(1) 焼き目付

・箱又は袋入
・納入時賞味期限４ヶ月以上
・種類はその都度指示

チ キ ン ナ ゲ ッ ト

栄 養 補 助 食 品

冷 凍 麺 kg

そ の 他

kg

(2)

９２８ 冷 凍 餃 子




